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　コロナ禍の中、まだまだ不安で不自由な生活が

続いていますが、いかがお過ごしですか。すべての人

が安全で自由な生活ができるまでは、手洗い・うが

い・マスク着用・我慢・辛抱でさらに我慢でしょうか。

　７月19日（月）私のところへもワクチン接種券が

届きました。多くの方が、早期のワクチン接種を待た

れている中、多くの従業員を抱えている企業、同業

者組合、教育機関等では職域接種が行われてい

ます。TKC全国会でも会員・職員・同居家族を対象

とする職域接種を計画していましたが、ご存じの通り

実施することができなくなりました。残念なことでは

ありましたが、会員・職員・家族のことまでも考えて

いただいた株式会社TKC、TKC全国会には感謝

すると共に、このようなことまで考えていただいている

組織に加入していることを誇りに思います。

　さて現在、TKC北海道会強化プロジェクトは、

「TKC会員が作成・提出する決算書・申告書の信

頼性を社会から納得されるため」に活動しています。

　７月からは、

【TKC財務マスターの会員への周知と増加】・
【継続MAS予算登録事務所の増加】
という『職域を防衛』するための大切な活動を行っ

ていきます。

・『職域を防衛』する活動のベースはTKC
　財務会計システムです
　「職域を防衛」する活動すなわち「社会から納得」

される活動には、裏付けが必要です。「俺を信じて

くれ、うちの会社は必ず利益を出すから金を貸して

くれ」といっても、誰も相手にしてくれません。「うちの

会計事務所が関与している関与先は何も不正が

ないので税務調査に来ないでくれ」と言ってもそれ

は無理な話です。

　社会を納得させるには、組織がルールにのっとり

大勢を占める割合で活動を行わなければなりませ

ん。ルールがなく一部の人々だけが行った動きが、

社会から信頼されるでしょうか。組織で活動するから

信頼される、組織で活動するから人が動くのでは

ないでしょうか。

　TKC全国会の活動のベースはTKC財務会計

システムです。TKC財務会計システムを使うという

ルールにのっとり、社会から信頼される、納得される

活動を行っています。

　MISはTKC財務会計システム利用企業でなけ

れば利用できません。金融機関は確実にこの仕組

みを評価してきています。今後、金融機関にとって

信頼できる申告書・決算書はMISによるものと考え

られます。

　TKCが先陣を切って推進した電子申告は開始

されてから約20年が経過しようとしています。

　その電子申告ですが、申告書はTKCシステムで

電子申告をして、決算書は紙または他社システムで

作成し提出している法人の件数が約４割存在する

ようです。電子申告といえばTKCと思っていたのが、

決算書は“紙”ですか？となれば、どこに社会が納得

する決算書の信頼性があるのでしょう。

　令和３年税制改正により電子帳簿保存法が

改正になります。遡及訂正できない、訂正履歴の

残るTKC財務会計システムが社会から信頼される

システムであると誰もが認識しています。TKC会員

がTKC以外のシステムを利用し、決算書を作成し、

TKCが譲らない電子帳簿の保存をしても信頼され

るのでしょうか。

　TKC全国会が掲げる４大業務のうち、ますます

必要とされる業務が経営助言業務だと思います。

関与先から求められなくても、金融機関等つまり

社会からは必ず求められる業務だと思います。経営

計画書の作成、資金繰り、決算予測といった助言

業務は、TKC財務会計システムや継続MASを利

用しなければスピーディーな対応ができません。

　その他、TKCの「記帳適時性証明書」は、TKC

財務会計システムを利用することで提供され、決算

書の信頼性が増します。つまり、月次巡回監査が

実施されていない、TKC財務会計システムを利用

していなければ何の意味も持たない、もしくは価値

を下げる証明になると感じます。

・『職域を防衛』するためには社会の納得
　が必要です
　TKCの活動の目的は、組織内で順位をつける

ことではありません。社会から認められない活動で

あれば『職域を防衛』する活動にはなっていないと

思います。

　以前にもお話ししたことがありますが、残念なこと

にわれわれの仕事は、社会から絶対的に信頼され

ていないということです。

　税理士法第33条の２、書面添付制度も税理士

に与えられている権利でありますが、意見聴取から

まだ半数が税務調査に移行しています。識別可能

な決算書・申告書を書面添付により提出している

法人件数はまだ10％を超えていません。税務署が

納得する内容の書面添付、税務署が納得する提出

件数が必要です。

　MISの活動を通じて金融機関の方とお会いする

機会が増え、少しずつ業務を理解することができて

きました。金融機関から聞かれるのが決算書の

信頼性についてです。金融機関は融資の判断の

前に申告書・決算者の信憑性をチェックしていま

す。正しいものかどうか、粉飾していないかどうかを

通常の仕事として確認をしているようです。過去に

は、税務署用、銀行用など複数の決算書が存在

する企業があったのも事実ですので、ある程度の

信頼しかないのは当然かもしれません。実際、MIS

で金融機関から評価が高かった意見は、「税務署

に提出している決算書・申告書と同じものが手元に

ある」という内容でした。

　コロナ禍におけるわれわれの業務は確実に増え

ています。一時支援金・月次支援金といった帳簿に

基づき国の支援金活動が継続されています。確認

機関として関与先以外の事業者に力を貸している

方 も々大勢いると聞いています。関与先の支援金・

給付金の手続きに際しても税理士がどれだけ関わっ

ているかを国に示すべきだと思います。 

・『職域を防衛』する活動は誰が行うので
　しょう？
　TKCの活動は、数字だけ確認すると一部の

会員しか行っていません。『職域を防衛』するため

の活動は、役員を含む一部の会員だけの活動で

はなく、すべてのTKC会員が行わなければなりま

せん。すべての会員が『職域を防衛』するための

すべての活動をしなければなりません。

　役員の仕事とは自らがTKCの活動を行うこと、

更に会員一人一人が活動しやすいような環境を

整え、すべての会員が無理なく活動できることを

サポートすることです。

　役員にならない会員はいても、活動を行わなくて

よい会員は一人もいません。すべての活動に理解

をして会員になったものと理解しています。

・「過去50年への感謝と未来50年後へ
　の責任」
　今年でTKC全国会は創設50年を迎えました。

50年の長きにわたりわれわれの『職域』を守って

いただいたこと、『職域』を拡大していただいたこと

に感謝したいと思います。

　50年後にこの『職域』が守られているかについて

は、誰にもわかりませんが、50年後の『職域』を守る

ことができるのは、現時点でのすべての会員の行動

にかかっていると思います。

　年々歳を重ねると新しいことに取り組むこと、

行動を変えることが億劫になってきました。最低限

のことをできる範囲でやりたいとも思い始めてきま

した。しかし、未来50年後への責任があると感じて

いますので微力ながらTKC北海道会の役員として

活動を続けることにします。

　小さな小さな風穴が、大きく大きく広がっていく

までには時間と真剣に取り組む姿勢が必要です。

会員皆さまへのお願いは、無視をしないで少しでも

関心を持ってもらいたいということです。できること

から少しずつ、できないことはゆっくりと考えていきま

せんか。TKCはお節介な楽しい血縁的集団です。
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　去る７月8日（木）に開催された「TKC全国会

50周年記念 2021年TKC全国大会」にて、今

から50年前、昭和46年のTKC全国会結成時に

すでにご入会されて、今日までTKC全国会の運

動を牽引されてきた全国の13名の会員が、坂本

孝司全国会会長より50周年記念感謝状を授与

されました。

　北海道会会員では五十嵐勝義先生に感謝状

が授与されています。

　今回の北海道会会報の表紙は、感謝状を

お受け取りになった五十嵐勝義先生の様子を

掲載させていただきました。

　五十嵐勝義先生におかれましてはこれからも

われわれ会員に多くのご指導をいただきたいと

思います。
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方 も々大勢いると聞いています。関与先の支援金・

給付金の手続きに際しても税理士がどれだけ関わっ

ているかを国に示すべきだと思います。 

・『職域を防衛』する活動は誰が行うので
　しょう？
　TKCの活動は、数字だけ確認すると一部の

会員しか行っていません。『職域を防衛』するため

の活動は、役員を含む一部の会員だけの活動で

はなく、すべてのTKC会員が行わなければなりま

せん。すべての会員が『職域を防衛』するための

すべての活動をしなければなりません。

　役員の仕事とは自らがTKCの活動を行うこと、

更に会員一人一人が活動しやすいような環境を

整え、すべての会員が無理なく活動できることを

サポートすることです。

　役員にならない会員はいても、活動を行わなくて

よい会員は一人もいません。すべての活動に理解

をして会員になったものと理解しています。

・「過去50年への感謝と未来50年後へ
　の責任」
　今年でTKC全国会は創設50年を迎えました。

50年の長きにわたりわれわれの『職域』を守って

いただいたこと、『職域』を拡大していただいたこと

に感謝したいと思います。

　50年後にこの『職域』が守られているかについて

は、誰にもわかりませんが、50年後の『職域』を守る

ことができるのは、現時点でのすべての会員の行動

にかかっていると思います。

　年々歳を重ねると新しいことに取り組むこと、

行動を変えることが億劫になってきました。最低限

のことをできる範囲でやりたいとも思い始めてきま

した。しかし、未来50年後への責任があると感じて

いますので微力ながらTKC北海道会の役員として

活動を続けることにします。

　小さな小さな風穴が、大きく大きく広がっていく

までには時間と真剣に取り組む姿勢が必要です。

会員皆さまへのお願いは、無視をしないで少しでも

関心を持ってもらいたいということです。できること

から少しずつ、できないことはゆっくりと考えていきま

せんか。TKCはお節介な楽しい血縁的集団です。

TKC北海道会共済制度等推進委員会ではキャンペーンを行っております。
実践事務所にエントリーお願いいたします。
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坂本孝司TKC全国会会長

伊藤邦雄一橋大学CFO教育研究センター長

　昨年中止になったTKC全国役員大会が、今年

はTKC全国大会として７月８日（木）にWeb開催され

ました。通常の全国役員大会は、年に一度地域会

会長はじめ多くの役員が一堂に会し２日間にわたり

研修を受け、親交を深めるのですが、今年は、完全

オンラインでの開催でした。しかし、オンライン開催

ということでそのアクセス数は、担当した城北東京

会の発表によると6,700件を超える数となったそう

です。

【午前は、TKC会員・職員向けの全体研修】
　最初に、坂本孝司TKC全国会会長による「税

理士の未来～未来に繋ぐ職業会計人の使命と

責任～」と題して講演がありました。

　坂本会長は、TKC全国会会則前文を基に、TKC

創設の理念を語られました。職業会計人の職域防

衛と運命打開のためTKCは創設され、50年経った

今これからはDX（デジタルトランスフォメーション）を

味方にする必要がある。事務所の合理化だけでは

改善できず、関与先への指導と啓蒙が必要である。

最後に「百尺竿頭一歩を進む、TKC全国会創設

の理念を、体得し、道標にして、次の50年に向けて

ともに力強く歩みだしましょう」と締めくくられました。

改めてこの前文を読むと奥が深く、心に浸みこむ

ものだと感じました。

　次に、原田伸宏TKC全国会副会長から運動

方針の確認報告がありました。第３ステージ末まで

にわれわれが今やるべきことは、トレーサビリティの

要件を満たした優良な電子帳簿の推進、関与先

企業の業績回復に向けた継続MASシステムを

活用した支援、関与先企業と会計事務所のDX

対応の３点を挙げられました。「第３ステージの運動

方針をやりきる！関与先企業の存続と発展を全力

で支援し、社会からの期待に応えよう！」と力強く

語られました。

　続いて、飯塚真規TKC社長からのTKC報告で

した。本年は株式会社TKCも創業55周年という記

念すべき年であると語られました。ポストコロナ持続

的発展計画事業への対応として継続MASシステム

に必要な機能だけをまとめた業務フローメニューを

提供、改正消費税法への対応、FXクラウドシリーズ

の大幅レベルアップ等が発表されました。

【午後は、提携企業様も参加しての記念式典】
　本間正樹大会委員長による開催の辞の後、

物故者への黙祷、坂本会長による主催者代表

あいさつ、安倍晋三前内閣総理大臣、塩崎恭久

衆議院議員、神津信一日本税理士連合会会長、

田中一穂日本政策金融公庫総裁、北原睦朗大同

生命代表取締役社長、飯塚真玄TKC名誉会長

TKC全国会創設50周年記念
2021年TKC全国大会

による来賓祝辞がありました。

　特に飯塚名誉会長からは、BAST優良企業の

定義に書面添付を追加してはいかがか、という画期

的な提案がありました。

　その後、委嘱状授与、50周年記念感謝状授与

と続きました。北海道会からは五十嵐勝義会員が

授与されました。残念ながら、本年は飯塚毅賞の

該当者がありませんでした。

　特別講演は、伊藤邦雄一橋大学CFO教育研究

センター長でした（紙面の都合上、詳細は著作「企

業価値経営」日本経済新聞社をお読み下さい）。

税理士の貢献の究極的本質は、中小企業の家庭

に「幸せ」を運んでくれる存在である。気候変動問

題と中小企業は無縁ではなく、重要なステークホル

ダーとなり、税理士はそのサポートを行うことが期待

される。また、中小企業もESGやサステナビリティを

めぐる世界の流れから無縁ではない、と会計事務所

への社会からの期待を述べられました。

　今回は、完全オンラインによる全国大会でしたが、

すべての会員・職員が各事務所からリアルタイムで

参加でき、いろいろな意味で共有できる大変有意

義な大会でした。

（北海道会　副会長　小中　昌幸）
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　日本政策金融公庫とTKC北海道会の対談が開

催されました。今回の対談では、コロナ禍における

日本公庫の取引先への対応のほか、TKCモニタ

リング情報サービスや書面添付された申告書決算

書の公庫内の評価などについてもお話いただいて

おります。TKC会員が行っている業務への評価の

お言葉もいただいており、貴重な対談となりました。

　今後のTKC会員が行う「税務」「会計」「経営

助言」「保証」の４大業務の在り方が理解できる

内容ですのでご一読ください。

　

田中裕之会長

-「コロナ終息後職業会計人は顧問先に
　何ができるか-
　TKC全国会は本年８月で50周年を迎え、先月

式典を行いました。創設以来、TKC全国会は租税

正義の実現と中小企業の存続発展の支援を目的

に活動してきました。　　　

　今後当面の課題としては、コロナで傷んでいる

企業に対しどのように関わっていくか。具体的には

過剰債務になっている企業の返済の道筋をどうす

るか、今後事業をどう進めるか、経営計画をどのよう

に策定するかが重要なテーマと捉えています。そう

した中、もっとも重要なことは、やはり資金でありま

す。従って、ますます金融機関との連携が重要性を

増しており、日本政策金融公庫様とも連携を一層

強化していきたいと考えていますので本日はどうぞ

よろしくお願いします。

久木田眞郎地区統轄

-コロナ後の中小企業支援は「量」から
　「質」へ-
　コロナ禍において、昨年は未曾有の状況が続き

ました。TKCの先生方をはじめ関係機関の皆様から

のご支援をいただき、なんとか乗り切ることができま

した。あらためて緊急時における他機関との連携の

日本政策金融公庫とTKC北海道会
トップ対談開催報告

参加者

日 時 令和３年 ８月４日（水）

日本政策金融公庫
国民生活事業本部　北海道地区統轄　　　 久木田眞郎
札 幌 支 店　国民生活事業統轄　　　　　 中村　貴修
札幌北支店　支店長兼国民生活事業統轄　 石川　眞嗣
国民生活事業本部　北海道地区統轄室長　 斎藤　健一

会 場 TKC北海道SCGサービスセンター

TKC北海道会
会　　　長　　　田中　裕之
副　会　長　　　本間　貴久
中小企業支援委員長　 市川　善明

１　各代表からのごあいさつ

2　双方の重点施策について

重要性を再認識しました。コロナ禍ではこれまで資

金の供給が課題でしたが、今後は財務を毀損した

中小企業をどのように支援していくかという量から質

への転換が必要と考えています。こうした状況の中

で、中小企業の実態を一番ご存じなのは税理士

先生であり、税理士、公庫それぞれの特徴を活かし

ながら相乗効果を生み出し、支援していくことで中小

企業のお役に立てればと考えています。本日はよろ

しくお願いいたします。

本間貴久副会長

　TKC北海道会では、プロジェクトを組み活動して

おり、TKCモニタリング情報サービス（MIS）、書面

添付の普及を行ってきましたが、現在はTKC財務

マスター数の増加、経営計画（継続MAS）の普及

を行っています。特に経営計画策定と経営計画に

基づく経営助言の必要性が増しているため、北海

道会では継続MASの普及に取り組んでいます。

- 決算書の信頼性確保に向けた取り組み
　について-
　今回は「TKC全国会のすべて」によりTKC全国

会、北海道会の活動をご説明させていただきます。

　TKC全国会は現在、従来から税理士が行って

きた「税務」「会計」に加え、「保証」「経営助言」の

４つの業務を中心に活動しています。本日は、これら

「４大業務」すべての基本となる「信頼性の高い決

算書」の提供、また信頼性を確保するための「月次

巡回監査」の取り組みを紹介します。

　決算書の信頼性は、具体的には「中小会計要領

チェックリスト」、「書面添付」、「記帳適時性証明

書」の３つによって検証することができます。残念

ながら書面添付の実践件数は法人税申告全体の

１割程度の件数、また金融機関においても書面添

付のことをご存じでないケースもあるというのが現状

です。

　私たちの日常業務の中心は月次巡回監査であ

り、月次監査12回、決算監査１回、計13回の監査

を基本として決算業務、申告書作成業務を行うこと

がTKC会計人の基本的な業務の流れとなっていま

す。ということは、決算書の信頼性は巡回監査なし

では勝ち取ることができないと考えています。

　次に決算書の信頼性を担保するものの一つと

して「記帳適時性証明書」があります。意外にご覧

になっていない金融機関の方、また重要視していな

いTKC会員がいるようですが、記帳適時性証明書

は、①過去３年間の月次決算、年次決算の履歴が

載っています。これは過去に遡って遡及修正をして

いない証左といえます。また②履歴について第三者

機関である株式会社TKCが証明しており、TKCの

財務会計システムを使うことで３年分の履歴が載り

ます。金融機関に届く決算書では、巡回監査を通じ

て作成された決算書なのか、年1回の関与で作った

決算書なのか判別がつきません。しかし、記帳適時

性証明書では巡回監査を通じて作成された決算書

であることを証明してくれます。また③巡回監査の

履歴のみならず書面添付、経営計画、自計化など

の実践状況も確認できます。例えば「本間会計が

作った決算書は信頼性がある」と私が言ったところ

で誰も信頼してくれません。それを第三者の立場で

証明してくれるのが記帳適時性証明書です。

　次に書面添付ですが、書面添付は我々税理士

の権利であり、したがって書面添付するかどうかを

決めるのは税理士だけです。正しい申告書である

ことを証明するために、税務申告書を作成にあたっ

てのプロセスを明示しているのが書面添付です。

残念ながら書面添付については全体の10％程度

しか添付されていないのが実態です。

　金融機関の皆様においては、記帳適時性証明

書、書面添付の実践状況はMISを通じてすべて開

示できますので、ぜひこうした点を確認いただければ

と思います。

久木田眞郎地区統轄

-コロナ禍における日本公庫の対応-
-新型コロナ関連融資の状況-
　令和３年５月時点で約85万件のコロナ関連融資

を決定しています。日本公庫設立後のピークは平成

21年のリーマンショックの時の約50万件で、平時

は30万件程度でした。それをコロナ関連融資が始

まってわずか４ヶ月程度で超えてしまいました。

　融資の申込が最も殺到したのが昨年４月であり、

前年比12.5倍という状況で、職員の数は変わらな

い中、感染防止を行いながらの対応は大変でした。

この４月の状況が続くと対応困難という危機感を

持ちましたが、５月より民間金融機関によるゼロゼロ

融資が開始されたため、その後は徐々に落ち着きを

取り戻し、どうにか乗り切ることができました。

　コロナ関連融資の特徴として、飲食、宿泊の割

合が多く、特に北海道はそれが顕著に表れていま

す。また、新規のお客様が多く、約半分がこれまで

公庫を利用したことのないお客様でした。そこで課

題となったのは、入り口の融資申込のところでした。

特に初めて申込される方の書類の記載不備が多

く、対応に時間を要することとなりました。そうした中

で一番ありがたかったのが、税理士先生からご紹介

いただく案件でした。書類も整い、きれいにまとめて

お申し込みをいただけるため、非常に助けられました。

-インターネット申込の推進-
　次にインターネット申込への取り組みです。従来

からインターネット申込は可能でしたが、決算書等の

必要書類は後日郵送による提出が必要な場合が

あり、結果として二度手間になることも少なくありま

せんでした。

　コロナ禍でそのような課題が明らかになったため、

今年の５月からインターネット申込で必要書類の添

付ができるように機能を拡充し、利用を推奨してき

ました。結果としてインターネット申込をご利用いた

だく割合は日々高まっている状況です。今後はお客

様の利便性向上のため、紙ベースではなくインター

ネット申込が主流になるようにしていきたいと考えて

おります。一方で、現在の課題としては、決算書等

の添付書類の扱いが挙げられます。電子申告で活

用した電子データをそのままご提出いただければ良

いのですが、紙ベースの書類を画像データにして

提出いただく場合はデータ処理に時間がかかること

があります。TKCの先生方にも、インターネット申込

を周知させていただいていると聞いています。イン

ターネット申込は、必要書類のアップロードを税理士

先生にもサポートしていただけるシステムとなってい

るので、ご協力いただけるとありがたいと思います。

　MISのデータは、支店で閲覧することができるよ

うになっています。申込受付時点でMISのデータが

ある場合、お客様は決算書を送らなくてもよいため、

職員は事前にデータがあることで迅速に処理がで

き、お客様の負担も軽減されます。また以前は、お客

様との接点は融資相談の時が中心でしたが、今年

度はコロナ関連融資の元金返済が始まる方が増え

てくるため、融資後におけるお客様へのアプローチ

による経営課題の把握（フォローアップ）に努めて

います。フォローアップの時もMISで最新のデータ

を見ながら対話が出来るのでとても助かっています。

先見性があり、特に有事対応に強い仕組みを構築

できるTKCは本当に素晴らしいと感じています。

-ご融資後の状況-
　次にコロナ関連融資のご融資後の状況です。

主なコロナ関連融資の場合、最長で５年間の元金

返済の据置期間を設けることができますが、約７割

が１年以内の据置期間となっています。一部のお客

様は元金のご返済が始まっており、追加融資や条

件変更のご相談が増えています。お客様の希望を

最優先で対応していますが、今の課題はコロナで

財務内容が毀損したお客様にどのようにして立ち

直っていただくかであり、量から質への転換点に来

ていると感じています。公庫だけではお客様の状況

を十分に把握できないことも多く、具体的な改善策

や対応策を立てるためには税理士先生との連携は

不可欠だと感じています。

　質への転換をはかるという意味で、「新型コロナ

資本性劣後ローン」は有効な手段であり、金融機関

の資産査定上、資本としてみなせることができるた

め、お客様の財務体質の強化を図るための資金と

してご活用いただけます。実質無利子化の対象と

なるコロナ関連融資を選択するお客様もいらっしゃ

いますので、それぞれの融資の特徴をお伝えしなが

ら対応していきたいと考えています。

- 事業承継支援の取り組み-
　2025年までに70歳を超える中小企業・小規模

事業者の経営者は約245万人、そのうち約半数の

127万人が後継者未定であり、日本企業全体の

１／３が後継者不在で無くなってしまうという統計も

あり、事業承継支援は喫緊の課題と考えます。おと

とし東京で試行的に事業承継マッチングの支援を

実施し、本年度から本格的にマッチング支援の取り

組みを開始しました。成功事例も出てきていますが、

課題の一つとして、事業承継の希望をどれだけ吸

い上げることができるかということが挙げられます。

今後周知を行う中でニーズの掘り起こしが必要と

なるのですが、公庫だけでは限界があるため、税理

士先生をはじめとする連携機関にご協力いただき、

中小企業の維持存続を図っていきたいと考えてい

ます。特にコロナ禍で財務を毀損した中小企業から

は廃業に向けた検討が始まっていると感じています。

斎藤健一室長　公庫でも今後オンライン面談を

推進していく必要があると考えております。コロナ禍

における関与先への巡回監査等について、TKCの

会員先生はどのように対応されましたか？

本間副会長　介護施設や飲食業など業種によって

は毎月来ないでほしいという関与先はありましたが、

お客様の許可を得て訪問をするようにしました。TKC

のシステムにはクラウドシステムがあり、関与先とオン

ラインで結び、TDSというシステムで原始記録を確

認することも可能になっています。しかし、われわれの

月次巡回監査の基本はフェーストゥフェースであり、

事業内容と会社の雰囲気を確認してくるのが巡回

監査だと考えていますのでこれだけに頼るわけには

いきません。

石川眞嗣支店長　コロナ禍の融資相談において、

MIS利用のお客様は事業概況説明書などがフル

セットでついていることが多く、大変助かりました。

書面添付についても、今後の方針、相談に応じた

事項や勘定科目の説明などが記載されており、大

変参考になります。今後とも、書面添付をさらに推

進していただきたいと思います。また、融資後のフォ

ローアップを行う中で、「実は追加の融資をお願い

したい」「ちょうど返済の相談がしたかった」といった

お話をされる方が少なくないのが実情です。こうした

お客様の声を事前に拾っていただき、会員の皆様

から公庫に相談するように働きかけていただけると

幸いです。

久木田地区統轄　金融機関の融資審査では決

算書を精査したうえで、経営課題等を把握し、融資

判断を行っています。こうした中で、書面添付により

情報が補完されることで、審査においてプラス材料

になることがあると考えています。まず、決算書の信

頼性が確保されているという安心材料になります。

加えて、書面添付の中の「計算し整理した主な事

項」欄において、雑勘定の内容を見たり、「相談に

応じた事項」欄で経営課題を把握したりすることで、

より深くお客様の経営状況が見えてきます。これら

の材料がスムーズに融資を決定できることに繋が

り、お客様にとって大きなメリットとなります。このよ

うに、記帳適時性証明書の発行、税理士による書

面添付の作成は迅速な融資実行にもつながり、関

与先のメリットとして返ってくることを考えると、こう

した仕組みがさらに広がってほしいと思っています。

　また、MISは画期的なサービスで、今後融資審査

のＩＴ化を行う中で必須ではないかと思います。特に

災害時などにおいては、事前に公庫に決算データ

があれば迅速に対応できる。平時はもちろん、有事

やフォローアップにおいてもお客様の実態を把握

した上で対応できるので、非常に有効な仕組みで

あると思います。

　MIS利用先の今後の拡大の可能性について

教えていただけますでしょうか。

田中会長　MISは提供後３年以上が経過していま

すが、当初はなかなか推進が進まず、特別プロジェ

クトを立ち上げて推進しなくてはならないような状況

でした。今は、お陰様で金融機関の皆様からの評価

が高まり、TKC会員自身が使わなくてはいけないと

いう意識になってきました。しかしながら、MISはTKC

の財務会計システムの利用が前提となります。TKC

会員の関与先であってもTKCの財務会計システム

を使わず、他社の財務会計システムを使っている

ケースが少なからずあり、こうした関与先はTKC会

員関与先であってもMISが使えません。ここが北海

道会としての課題と考えております。また、遡及訂正

ができない、あるいは訂正・加除の履歴が確認でき

るTKC財務システムの利用は、信頼性のある会計

帳簿の普及につながるため、強力に利用拡大を図

りたいと考えています。MISの役割は、金融機関と

の間の情報の非対称性を可能な限り解消すること

であり、かつ、信頼性のある情報をスピーディに提供

することであります。

　金融において必要なインフラであり、今後も積極

的に推進していきたいと考えています。そして、いつ

かはドイツのように税理士が提出する決算書がノー

チェックで融資審査に回るほどの信頼性を得る状況

を目指していきたいと考えています。

久木田地区統轄　国民生活事業は、全国に117万

社（日本の中小企業・小規模事業者の１／３）の

お客様がいらっしゃいます。民間金融機関のように

決算期ごとのフォローアップをするにあたり、MISは

本当にありがたい。お客様にもメリットがあることが

大きな売りであり、TKC会員の関与先で良かったで

すねとお客様に話していきたいと思います。

本間副会長　公庫のインターネット申込は、顧問税

理士名を入れる欄を設けることはできないですか？

中村貴修事業統轄　インターネット申込にかかる

必要事項をお客様が入力した後、パスワードを税理

士先生と共有していただければ、税理士先生から

顧問税理士名の入った書類を添付していただくこ

とは可能です。現状は、お客様が主体なので、お客

様の手助けという位置づけで税理士先生に支援を

いただくようにお願いしたいと思います。

本間副会長　不備があったときは税理士が支援す

るので税理士をうまく活用いただければと思います。

中村事業統轄　TKC会員の税理士先生より、「自

利利他」をはじめとするTKCの考え方や、TKCの

決算書は改ざんができないということを教えていた

だきました。公庫が受け入れているMISのデータは

４万件と多くのシェアを占めており、感謝いたしてお

ります。今後も多くのデータ提供をお願いします。

　市川委員長より中小企業支援委員会からの情

報提供として、金融機関行職員向け研修会の開催

企画を紹介いたしました。ぜひ開催してほしいとの

ご返答をいただき、今後、決算書の信頼性の見極

め方をテーマに各支店での開催を検討することと

なりました。
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　日本政策金融公庫とTKC北海道会の対談が開

催されました。今回の対談では、コロナ禍における

日本公庫の取引先への対応のほか、TKCモニタ

リング情報サービスや書面添付された申告書決算

書の公庫内の評価などについてもお話いただいて

おります。TKC会員が行っている業務への評価の

お言葉もいただいており、貴重な対談となりました。

　今後のTKC会員が行う「税務」「会計」「経営

助言」「保証」の４大業務の在り方が理解できる

内容ですのでご一読ください。

　

田中裕之会長

-「コロナ終息後職業会計人は顧問先に
　何ができるか-
　TKC全国会は本年８月で50周年を迎え、先月

式典を行いました。創設以来、TKC全国会は租税

正義の実現と中小企業の存続発展の支援を目的

に活動してきました。　　　

　今後当面の課題としては、コロナで傷んでいる

企業に対しどのように関わっていくか。具体的には

過剰債務になっている企業の返済の道筋をどうす

るか、今後事業をどう進めるか、経営計画をどのよう

に策定するかが重要なテーマと捉えています。そう

した中、もっとも重要なことは、やはり資金でありま

す。従って、ますます金融機関との連携が重要性を

増しており、日本政策金融公庫様とも連携を一層

強化していきたいと考えていますので本日はどうぞ

よろしくお願いします。

久木田眞郎地区統轄

-コロナ後の中小企業支援は「量」から
　「質」へ-
　コロナ禍において、昨年は未曾有の状況が続き

ました。TKCの先生方をはじめ関係機関の皆様から

のご支援をいただき、なんとか乗り切ることができま

した。あらためて緊急時における他機関との連携の

参加者による情報交換

重要性を再認識しました。コロナ禍ではこれまで資

金の供給が課題でしたが、今後は財務を毀損した

中小企業をどのように支援していくかという量から質

への転換が必要と考えています。こうした状況の中

で、中小企業の実態を一番ご存じなのは税理士

先生であり、税理士、公庫それぞれの特徴を活かし

ながら相乗効果を生み出し、支援していくことで中小

企業のお役に立てればと考えています。本日はよろ

しくお願いいたします。

本間貴久副会長

　TKC北海道会では、プロジェクトを組み活動して

おり、TKCモニタリング情報サービス（MIS）、書面

添付の普及を行ってきましたが、現在はTKC財務

マスター数の増加、経営計画（継続MAS）の普及

を行っています。特に経営計画策定と経営計画に

基づく経営助言の必要性が増しているため、北海

道会では継続MASの普及に取り組んでいます。

- 決算書の信頼性確保に向けた取り組み
　について-
　今回は「TKC全国会のすべて」によりTKC全国

会、北海道会の活動をご説明させていただきます。

　TKC全国会は現在、従来から税理士が行って

きた「税務」「会計」に加え、「保証」「経営助言」の

４つの業務を中心に活動しています。本日は、これら

「４大業務」すべての基本となる「信頼性の高い決

算書」の提供、また信頼性を確保するための「月次

巡回監査」の取り組みを紹介します。

　決算書の信頼性は、具体的には「中小会計要領

チェックリスト」、「書面添付」、「記帳適時性証明

書」の３つによって検証することができます。残念

ながら書面添付の実践件数は法人税申告全体の

１割程度の件数、また金融機関においても書面添

付のことをご存じでないケースもあるというのが現状

です。

　私たちの日常業務の中心は月次巡回監査であ

り、月次監査12回、決算監査１回、計13回の監査

を基本として決算業務、申告書作成業務を行うこと

がTKC会計人の基本的な業務の流れとなっていま

す。ということは、決算書の信頼性は巡回監査なし

では勝ち取ることができないと考えています。

　次に決算書の信頼性を担保するものの一つと

して「記帳適時性証明書」があります。意外にご覧

になっていない金融機関の方、また重要視していな

いTKC会員がいるようですが、記帳適時性証明書

は、①過去３年間の月次決算、年次決算の履歴が

載っています。これは過去に遡って遡及修正をして

いない証左といえます。また②履歴について第三者

機関である株式会社TKCが証明しており、TKCの

財務会計システムを使うことで３年分の履歴が載り

ます。金融機関に届く決算書では、巡回監査を通じ

て作成された決算書なのか、年1回の関与で作った

決算書なのか判別がつきません。しかし、記帳適時

性証明書では巡回監査を通じて作成された決算書

であることを証明してくれます。また③巡回監査の

履歴のみならず書面添付、経営計画、自計化など

の実践状況も確認できます。例えば「本間会計が

作った決算書は信頼性がある」と私が言ったところ

で誰も信頼してくれません。それを第三者の立場で

証明してくれるのが記帳適時性証明書です。

　次に書面添付ですが、書面添付は我々税理士

の権利であり、したがって書面添付するかどうかを

決めるのは税理士だけです。正しい申告書である

ことを証明するために、税務申告書を作成にあたっ

てのプロセスを明示しているのが書面添付です。

残念ながら書面添付については全体の10％程度

しか添付されていないのが実態です。

　金融機関の皆様においては、記帳適時性証明

書、書面添付の実践状況はMISを通じてすべて開

示できますので、ぜひこうした点を確認いただければ

と思います。

久木田眞郎地区統轄

-コロナ禍における日本公庫の対応-
-新型コロナ関連融資の状況-
　令和３年５月時点で約85万件のコロナ関連融資

を決定しています。日本公庫設立後のピークは平成

21年のリーマンショックの時の約50万件で、平時

は30万件程度でした。それをコロナ関連融資が始

まってわずか４ヶ月程度で超えてしまいました。

　融資の申込が最も殺到したのが昨年４月であり、

前年比12.5倍という状況で、職員の数は変わらな

い中、感染防止を行いながらの対応は大変でした。

この４月の状況が続くと対応困難という危機感を

持ちましたが、５月より民間金融機関によるゼロゼロ

融資が開始されたため、その後は徐々に落ち着きを

取り戻し、どうにか乗り切ることができました。

　コロナ関連融資の特徴として、飲食、宿泊の割

合が多く、特に北海道はそれが顕著に表れていま

す。また、新規のお客様が多く、約半分がこれまで

公庫を利用したことのないお客様でした。そこで課

題となったのは、入り口の融資申込のところでした。

特に初めて申込される方の書類の記載不備が多

く、対応に時間を要することとなりました。そうした中

で一番ありがたかったのが、税理士先生からご紹介

いただく案件でした。書類も整い、きれいにまとめて

お申し込みをいただけるため、非常に助けられました。

-インターネット申込の推進-
　次にインターネット申込への取り組みです。従来

からインターネット申込は可能でしたが、決算書等の

必要書類は後日郵送による提出が必要な場合が

あり、結果として二度手間になることも少なくありま

せんでした。

　コロナ禍でそのような課題が明らかになったため、

今年の５月からインターネット申込で必要書類の添

付ができるように機能を拡充し、利用を推奨してき

ました。結果としてインターネット申込をご利用いた

だく割合は日々高まっている状況です。今後はお客

様の利便性向上のため、紙ベースではなくインター

ネット申込が主流になるようにしていきたいと考えて

おります。一方で、現在の課題としては、決算書等

の添付書類の扱いが挙げられます。電子申告で活

用した電子データをそのままご提出いただければ良

いのですが、紙ベースの書類を画像データにして

提出いただく場合はデータ処理に時間がかかること

があります。TKCの先生方にも、インターネット申込

を周知させていただいていると聞いています。イン

ターネット申込は、必要書類のアップロードを税理士

先生にもサポートしていただけるシステムとなってい

るので、ご協力いただけるとありがたいと思います。

　MISのデータは、支店で閲覧することができるよ

うになっています。申込受付時点でMISのデータが

ある場合、お客様は決算書を送らなくてもよいため、

職員は事前にデータがあることで迅速に処理がで

き、お客様の負担も軽減されます。また以前は、お客

様との接点は融資相談の時が中心でしたが、今年

度はコロナ関連融資の元金返済が始まる方が増え

てくるため、融資後におけるお客様へのアプローチ

による経営課題の把握（フォローアップ）に努めて

います。フォローアップの時もMISで最新のデータ

を見ながら対話が出来るのでとても助かっています。

先見性があり、特に有事対応に強い仕組みを構築

できるTKCは本当に素晴らしいと感じています。

-ご融資後の状況-
　次にコロナ関連融資のご融資後の状況です。

主なコロナ関連融資の場合、最長で５年間の元金

返済の据置期間を設けることができますが、約７割

が１年以内の据置期間となっています。一部のお客

様は元金のご返済が始まっており、追加融資や条

件変更のご相談が増えています。お客様の希望を

最優先で対応していますが、今の課題はコロナで

財務内容が毀損したお客様にどのようにして立ち

直っていただくかであり、量から質への転換点に来

ていると感じています。公庫だけではお客様の状況

を十分に把握できないことも多く、具体的な改善策

や対応策を立てるためには税理士先生との連携は

不可欠だと感じています。

　質への転換をはかるという意味で、「新型コロナ

資本性劣後ローン」は有効な手段であり、金融機関

の資産査定上、資本としてみなせることができるた

め、お客様の財務体質の強化を図るための資金と

してご活用いただけます。実質無利子化の対象と

なるコロナ関連融資を選択するお客様もいらっしゃ

いますので、それぞれの融資の特徴をお伝えしなが

ら対応していきたいと考えています。

- 事業承継支援の取り組み-
　2025年までに70歳を超える中小企業・小規模

事業者の経営者は約245万人、そのうち約半数の

127万人が後継者未定であり、日本企業全体の

１／３が後継者不在で無くなってしまうという統計も

あり、事業承継支援は喫緊の課題と考えます。おと

とし東京で試行的に事業承継マッチングの支援を

実施し、本年度から本格的にマッチング支援の取り

組みを開始しました。成功事例も出てきていますが、

課題の一つとして、事業承継の希望をどれだけ吸

い上げることができるかということが挙げられます。

今後周知を行う中でニーズの掘り起こしが必要と

なるのですが、公庫だけでは限界があるため、税理

士先生をはじめとする連携機関にご協力いただき、

中小企業の維持存続を図っていきたいと考えてい

ます。特にコロナ禍で財務を毀損した中小企業から

は廃業に向けた検討が始まっていると感じています。

斎藤健一室長　公庫でも今後オンライン面談を

推進していく必要があると考えております。コロナ禍

における関与先への巡回監査等について、TKCの

会員先生はどのように対応されましたか？

本間副会長　介護施設や飲食業など業種によって

は毎月来ないでほしいという関与先はありましたが、

お客様の許可を得て訪問をするようにしました。TKC

のシステムにはクラウドシステムがあり、関与先とオン

ラインで結び、TDSというシステムで原始記録を確

認することも可能になっています。しかし、われわれの

月次巡回監査の基本はフェーストゥフェースであり、

事業内容と会社の雰囲気を確認してくるのが巡回

監査だと考えていますのでこれだけに頼るわけには

いきません。

石川眞嗣支店長　コロナ禍の融資相談において、

MIS利用のお客様は事業概況説明書などがフル

セットでついていることが多く、大変助かりました。

書面添付についても、今後の方針、相談に応じた

事項や勘定科目の説明などが記載されており、大

変参考になります。今後とも、書面添付をさらに推

進していただきたいと思います。また、融資後のフォ

ローアップを行う中で、「実は追加の融資をお願い

したい」「ちょうど返済の相談がしたかった」といった

お話をされる方が少なくないのが実情です。こうした

お客様の声を事前に拾っていただき、会員の皆様

から公庫に相談するように働きかけていただけると

幸いです。

久木田地区統轄　金融機関の融資審査では決

算書を精査したうえで、経営課題等を把握し、融資

判断を行っています。こうした中で、書面添付により

情報が補完されることで、審査においてプラス材料

になることがあると考えています。まず、決算書の信

頼性が確保されているという安心材料になります。

加えて、書面添付の中の「計算し整理した主な事

項」欄において、雑勘定の内容を見たり、「相談に

応じた事項」欄で経営課題を把握したりすることで、

より深くお客様の経営状況が見えてきます。これら

の材料がスムーズに融資を決定できることに繋が

り、お客様にとって大きなメリットとなります。このよ

うに、記帳適時性証明書の発行、税理士による書

面添付の作成は迅速な融資実行にもつながり、関

与先のメリットとして返ってくることを考えると、こう

した仕組みがさらに広がってほしいと思っています。

　また、MISは画期的なサービスで、今後融資審査

のＩＴ化を行う中で必須ではないかと思います。特に

災害時などにおいては、事前に公庫に決算データ

があれば迅速に対応できる。平時はもちろん、有事

やフォローアップにおいてもお客様の実態を把握

した上で対応できるので、非常に有効な仕組みで

あると思います。

　MIS利用先の今後の拡大の可能性について

教えていただけますでしょうか。

田中会長　MISは提供後３年以上が経過していま

すが、当初はなかなか推進が進まず、特別プロジェ

クトを立ち上げて推進しなくてはならないような状況

でした。今は、お陰様で金融機関の皆様からの評価

が高まり、TKC会員自身が使わなくてはいけないと

いう意識になってきました。しかしながら、MISはTKC

の財務会計システムの利用が前提となります。TKC

会員の関与先であってもTKCの財務会計システム

を使わず、他社の財務会計システムを使っている

ケースが少なからずあり、こうした関与先はTKC会

員関与先であってもMISが使えません。ここが北海

道会としての課題と考えております。また、遡及訂正

ができない、あるいは訂正・加除の履歴が確認でき

るTKC財務システムの利用は、信頼性のある会計

帳簿の普及につながるため、強力に利用拡大を図

りたいと考えています。MISの役割は、金融機関と

の間の情報の非対称性を可能な限り解消すること

であり、かつ、信頼性のある情報をスピーディに提供

することであります。

　金融において必要なインフラであり、今後も積極

的に推進していきたいと考えています。そして、いつ

かはドイツのように税理士が提出する決算書がノー

チェックで融資審査に回るほどの信頼性を得る状況

を目指していきたいと考えています。

久木田地区統轄　国民生活事業は、全国に117万

社（日本の中小企業・小規模事業者の１／３）の

お客様がいらっしゃいます。民間金融機関のように

決算期ごとのフォローアップをするにあたり、MISは

本当にありがたい。お客様にもメリットがあることが

大きな売りであり、TKC会員の関与先で良かったで

すねとお客様に話していきたいと思います。

本間副会長　公庫のインターネット申込は、顧問税

理士名を入れる欄を設けることはできないですか？

中村貴修事業統轄　インターネット申込にかかる

必要事項をお客様が入力した後、パスワードを税理

士先生と共有していただければ、税理士先生から

顧問税理士名の入った書類を添付していただくこ

とは可能です。現状は、お客様が主体なので、お客

様の手助けという位置づけで税理士先生に支援を

いただくようにお願いしたいと思います。

本間副会長　不備があったときは税理士が支援す

るので税理士をうまく活用いただければと思います。

中村事業統轄　TKC会員の税理士先生より、「自

利利他」をはじめとするTKCの考え方や、TKCの

決算書は改ざんができないということを教えていた

だきました。公庫が受け入れているMISのデータは

４万件と多くのシェアを占めており、感謝いたしてお

ります。今後も多くのデータ提供をお願いします。

　市川委員長より中小企業支援委員会からの情

報提供として、金融機関行職員向け研修会の開催

企画を紹介いたしました。ぜひ開催してほしいとの

ご返答をいただき、今後、決算書の信頼性の見極

め方をテーマに各支店での開催を検討することと

なりました。
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　日本政策金融公庫とTKC北海道会の対談が開

催されました。今回の対談では、コロナ禍における

日本公庫の取引先への対応のほか、TKCモニタ

リング情報サービスや書面添付された申告書決算

書の公庫内の評価などについてもお話いただいて

おります。TKC会員が行っている業務への評価の

お言葉もいただいており、貴重な対談となりました。

　今後のTKC会員が行う「税務」「会計」「経営

助言」「保証」の４大業務の在り方が理解できる

内容ですのでご一読ください。

　

田中裕之会長

-「コロナ終息後職業会計人は顧問先に
　何ができるか-
　TKC全国会は本年８月で50周年を迎え、先月

式典を行いました。創設以来、TKC全国会は租税

正義の実現と中小企業の存続発展の支援を目的

に活動してきました。　　　

　今後当面の課題としては、コロナで傷んでいる

企業に対しどのように関わっていくか。具体的には

過剰債務になっている企業の返済の道筋をどうす

るか、今後事業をどう進めるか、経営計画をどのよう

に策定するかが重要なテーマと捉えています。そう

した中、もっとも重要なことは、やはり資金でありま

す。従って、ますます金融機関との連携が重要性を

増しており、日本政策金融公庫様とも連携を一層

強化していきたいと考えていますので本日はどうぞ

よろしくお願いします。

久木田眞郎地区統轄

-コロナ後の中小企業支援は「量」から
　「質」へ-
　コロナ禍において、昨年は未曾有の状況が続き

ました。TKCの先生方をはじめ関係機関の皆様から

のご支援をいただき、なんとか乗り切ることができま

した。あらためて緊急時における他機関との連携の

最後に

重要性を再認識しました。コロナ禍ではこれまで資

金の供給が課題でしたが、今後は財務を毀損した

中小企業をどのように支援していくかという量から質

への転換が必要と考えています。こうした状況の中

で、中小企業の実態を一番ご存じなのは税理士

先生であり、税理士、公庫それぞれの特徴を活かし

ながら相乗効果を生み出し、支援していくことで中小

企業のお役に立てればと考えています。本日はよろ

しくお願いいたします。

本間貴久副会長

　TKC北海道会では、プロジェクトを組み活動して

おり、TKCモニタリング情報サービス（MIS）、書面

添付の普及を行ってきましたが、現在はTKC財務

マスター数の増加、経営計画（継続MAS）の普及

を行っています。特に経営計画策定と経営計画に

基づく経営助言の必要性が増しているため、北海

道会では継続MASの普及に取り組んでいます。

- 決算書の信頼性確保に向けた取り組み
　について-
　今回は「TKC全国会のすべて」によりTKC全国

会、北海道会の活動をご説明させていただきます。

　TKC全国会は現在、従来から税理士が行って

きた「税務」「会計」に加え、「保証」「経営助言」の

４つの業務を中心に活動しています。本日は、これら

「４大業務」すべての基本となる「信頼性の高い決

算書」の提供、また信頼性を確保するための「月次

巡回監査」の取り組みを紹介します。

　決算書の信頼性は、具体的には「中小会計要領

チェックリスト」、「書面添付」、「記帳適時性証明

書」の３つによって検証することができます。残念

ながら書面添付の実践件数は法人税申告全体の

１割程度の件数、また金融機関においても書面添

付のことをご存じでないケースもあるというのが現状

です。

　私たちの日常業務の中心は月次巡回監査であ

り、月次監査12回、決算監査１回、計13回の監査

を基本として決算業務、申告書作成業務を行うこと

がTKC会計人の基本的な業務の流れとなっていま

す。ということは、決算書の信頼性は巡回監査なし

では勝ち取ることができないと考えています。

　次に決算書の信頼性を担保するものの一つと

して「記帳適時性証明書」があります。意外にご覧

になっていない金融機関の方、また重要視していな

いTKC会員がいるようですが、記帳適時性証明書

は、①過去３年間の月次決算、年次決算の履歴が

載っています。これは過去に遡って遡及修正をして

いない証左といえます。また②履歴について第三者

機関である株式会社TKCが証明しており、TKCの

財務会計システムを使うことで３年分の履歴が載り

ます。金融機関に届く決算書では、巡回監査を通じ

て作成された決算書なのか、年1回の関与で作った

決算書なのか判別がつきません。しかし、記帳適時

性証明書では巡回監査を通じて作成された決算書

であることを証明してくれます。また③巡回監査の

履歴のみならず書面添付、経営計画、自計化など

の実践状況も確認できます。例えば「本間会計が

作った決算書は信頼性がある」と私が言ったところ

で誰も信頼してくれません。それを第三者の立場で

証明してくれるのが記帳適時性証明書です。

　次に書面添付ですが、書面添付は我々税理士

の権利であり、したがって書面添付するかどうかを

決めるのは税理士だけです。正しい申告書である

ことを証明するために、税務申告書を作成にあたっ

てのプロセスを明示しているのが書面添付です。

残念ながら書面添付については全体の10％程度

しか添付されていないのが実態です。

　金融機関の皆様においては、記帳適時性証明

書、書面添付の実践状況はMISを通じてすべて開

示できますので、ぜひこうした点を確認いただければ

と思います。

久木田眞郎地区統轄

-コロナ禍における日本公庫の対応-
-新型コロナ関連融資の状況-
　令和３年５月時点で約85万件のコロナ関連融資

を決定しています。日本公庫設立後のピークは平成

21年のリーマンショックの時の約50万件で、平時

は30万件程度でした。それをコロナ関連融資が始

まってわずか４ヶ月程度で超えてしまいました。

　融資の申込が最も殺到したのが昨年４月であり、

前年比12.5倍という状況で、職員の数は変わらな

い中、感染防止を行いながらの対応は大変でした。

この４月の状況が続くと対応困難という危機感を

持ちましたが、５月より民間金融機関によるゼロゼロ

融資が開始されたため、その後は徐々に落ち着きを

取り戻し、どうにか乗り切ることができました。

　コロナ関連融資の特徴として、飲食、宿泊の割

合が多く、特に北海道はそれが顕著に表れていま

す。また、新規のお客様が多く、約半分がこれまで

公庫を利用したことのないお客様でした。そこで課

題となったのは、入り口の融資申込のところでした。

特に初めて申込される方の書類の記載不備が多

く、対応に時間を要することとなりました。そうした中

で一番ありがたかったのが、税理士先生からご紹介

いただく案件でした。書類も整い、きれいにまとめて

お申し込みをいただけるため、非常に助けられました。

-インターネット申込の推進-
　次にインターネット申込への取り組みです。従来

からインターネット申込は可能でしたが、決算書等の

必要書類は後日郵送による提出が必要な場合が

あり、結果として二度手間になることも少なくありま

せんでした。

　コロナ禍でそのような課題が明らかになったため、

今年の５月からインターネット申込で必要書類の添

付ができるように機能を拡充し、利用を推奨してき

ました。結果としてインターネット申込をご利用いた

だく割合は日々高まっている状況です。今後はお客

様の利便性向上のため、紙ベースではなくインター

ネット申込が主流になるようにしていきたいと考えて

おります。一方で、現在の課題としては、決算書等

の添付書類の扱いが挙げられます。電子申告で活

用した電子データをそのままご提出いただければ良

いのですが、紙ベースの書類を画像データにして

提出いただく場合はデータ処理に時間がかかること

があります。TKCの先生方にも、インターネット申込

を周知させていただいていると聞いています。イン

ターネット申込は、必要書類のアップロードを税理士

先生にもサポートしていただけるシステムとなってい

るので、ご協力いただけるとありがたいと思います。

　MISのデータは、支店で閲覧することができるよ

うになっています。申込受付時点でMISのデータが

ある場合、お客様は決算書を送らなくてもよいため、

職員は事前にデータがあることで迅速に処理がで

き、お客様の負担も軽減されます。また以前は、お客

様との接点は融資相談の時が中心でしたが、今年

度はコロナ関連融資の元金返済が始まる方が増え

てくるため、融資後におけるお客様へのアプローチ

による経営課題の把握（フォローアップ）に努めて

います。フォローアップの時もMISで最新のデータ

を見ながら対話が出来るのでとても助かっています。

先見性があり、特に有事対応に強い仕組みを構築

できるTKCは本当に素晴らしいと感じています。

-ご融資後の状況-
　次にコロナ関連融資のご融資後の状況です。

主なコロナ関連融資の場合、最長で５年間の元金

返済の据置期間を設けることができますが、約７割

が１年以内の据置期間となっています。一部のお客

様は元金のご返済が始まっており、追加融資や条

件変更のご相談が増えています。お客様の希望を

最優先で対応していますが、今の課題はコロナで

財務内容が毀損したお客様にどのようにして立ち

直っていただくかであり、量から質への転換点に来

ていると感じています。公庫だけではお客様の状況

を十分に把握できないことも多く、具体的な改善策

や対応策を立てるためには税理士先生との連携は

不可欠だと感じています。

　質への転換をはかるという意味で、「新型コロナ

資本性劣後ローン」は有効な手段であり、金融機関

の資産査定上、資本としてみなせることができるた

め、お客様の財務体質の強化を図るための資金と

してご活用いただけます。実質無利子化の対象と

なるコロナ関連融資を選択するお客様もいらっしゃ

いますので、それぞれの融資の特徴をお伝えしなが

ら対応していきたいと考えています。

- 事業承継支援の取り組み-
　2025年までに70歳を超える中小企業・小規模

事業者の経営者は約245万人、そのうち約半数の

127万人が後継者未定であり、日本企業全体の

１／３が後継者不在で無くなってしまうという統計も

あり、事業承継支援は喫緊の課題と考えます。おと

とし東京で試行的に事業承継マッチングの支援を

実施し、本年度から本格的にマッチング支援の取り

組みを開始しました。成功事例も出てきていますが、

課題の一つとして、事業承継の希望をどれだけ吸

い上げることができるかということが挙げられます。

今後周知を行う中でニーズの掘り起こしが必要と

なるのですが、公庫だけでは限界があるため、税理

士先生をはじめとする連携機関にご協力いただき、

中小企業の維持存続を図っていきたいと考えてい

ます。特にコロナ禍で財務を毀損した中小企業から

は廃業に向けた検討が始まっていると感じています。

斎藤健一室長　公庫でも今後オンライン面談を

推進していく必要があると考えております。コロナ禍

における関与先への巡回監査等について、TKCの

会員先生はどのように対応されましたか？

本間副会長　介護施設や飲食業など業種によって

は毎月来ないでほしいという関与先はありましたが、

お客様の許可を得て訪問をするようにしました。TKC

のシステムにはクラウドシステムがあり、関与先とオン

ラインで結び、TDSというシステムで原始記録を確

認することも可能になっています。しかし、われわれの

月次巡回監査の基本はフェーストゥフェースであり、

事業内容と会社の雰囲気を確認してくるのが巡回

監査だと考えていますのでこれだけに頼るわけには

いきません。

石川眞嗣支店長　コロナ禍の融資相談において、

MIS利用のお客様は事業概況説明書などがフル

セットでついていることが多く、大変助かりました。

書面添付についても、今後の方針、相談に応じた

事項や勘定科目の説明などが記載されており、大

変参考になります。今後とも、書面添付をさらに推

進していただきたいと思います。また、融資後のフォ

ローアップを行う中で、「実は追加の融資をお願い

したい」「ちょうど返済の相談がしたかった」といった

お話をされる方が少なくないのが実情です。こうした

お客様の声を事前に拾っていただき、会員の皆様

から公庫に相談するように働きかけていただけると

幸いです。

久木田地区統轄　金融機関の融資審査では決

算書を精査したうえで、経営課題等を把握し、融資

判断を行っています。こうした中で、書面添付により

情報が補完されることで、審査においてプラス材料

になることがあると考えています。まず、決算書の信

頼性が確保されているという安心材料になります。

加えて、書面添付の中の「計算し整理した主な事

項」欄において、雑勘定の内容を見たり、「相談に

応じた事項」欄で経営課題を把握したりすることで、

より深くお客様の経営状況が見えてきます。これら

の材料がスムーズに融資を決定できることに繋が

り、お客様にとって大きなメリットとなります。このよ

うに、記帳適時性証明書の発行、税理士による書

面添付の作成は迅速な融資実行にもつながり、関

与先のメリットとして返ってくることを考えると、こう

した仕組みがさらに広がってほしいと思っています。

　また、MISは画期的なサービスで、今後融資審査

のＩＴ化を行う中で必須ではないかと思います。特に

災害時などにおいては、事前に公庫に決算データ

があれば迅速に対応できる。平時はもちろん、有事

やフォローアップにおいてもお客様の実態を把握

した上で対応できるので、非常に有効な仕組みで

あると思います。

　MIS利用先の今後の拡大の可能性について

教えていただけますでしょうか。

田中会長　MISは提供後３年以上が経過していま

すが、当初はなかなか推進が進まず、特別プロジェ

クトを立ち上げて推進しなくてはならないような状況

でした。今は、お陰様で金融機関の皆様からの評価

が高まり、TKC会員自身が使わなくてはいけないと

いう意識になってきました。しかしながら、MISはTKC

の財務会計システムの利用が前提となります。TKC

会員の関与先であってもTKCの財務会計システム

を使わず、他社の財務会計システムを使っている

ケースが少なからずあり、こうした関与先はTKC会

員関与先であってもMISが使えません。ここが北海

道会としての課題と考えております。また、遡及訂正

ができない、あるいは訂正・加除の履歴が確認でき

るTKC財務システムの利用は、信頼性のある会計

帳簿の普及につながるため、強力に利用拡大を図

りたいと考えています。MISの役割は、金融機関と

の間の情報の非対称性を可能な限り解消すること

であり、かつ、信頼性のある情報をスピーディに提供

することであります。

　金融において必要なインフラであり、今後も積極

的に推進していきたいと考えています。そして、いつ

かはドイツのように税理士が提出する決算書がノー

チェックで融資審査に回るほどの信頼性を得る状況

を目指していきたいと考えています。

久木田地区統轄　国民生活事業は、全国に117万

社（日本の中小企業・小規模事業者の１／３）の

お客様がいらっしゃいます。民間金融機関のように

決算期ごとのフォローアップをするにあたり、MISは

本当にありがたい。お客様にもメリットがあることが

大きな売りであり、TKC会員の関与先で良かったで

すねとお客様に話していきたいと思います。

本間副会長　公庫のインターネット申込は、顧問税

理士名を入れる欄を設けることはできないですか？

中村貴修事業統轄　インターネット申込にかかる

必要事項をお客様が入力した後、パスワードを税理

士先生と共有していただければ、税理士先生から

顧問税理士名の入った書類を添付していただくこ

とは可能です。現状は、お客様が主体なので、お客

様の手助けという位置づけで税理士先生に支援を

いただくようにお願いしたいと思います。

本間副会長　不備があったときは税理士が支援す

るので税理士をうまく活用いただければと思います。

中村事業統轄　TKC会員の税理士先生より、「自

利利他」をはじめとするTKCの考え方や、TKCの

決算書は改ざんができないということを教えていた

だきました。公庫が受け入れているMISのデータは

４万件と多くのシェアを占めており、感謝いたしてお

ります。今後も多くのデータ提供をお願いします。

　市川委員長より中小企業支援委員会からの情

報提供として、金融機関行職員向け研修会の開催

企画を紹介いたしました。ぜひ開催してほしいとの

ご返答をいただき、今後、決算書の信頼性の見極

め方をテーマに各支店での開催を検討することと

なりました。
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巡回監査・事務所経営委員会主催 研修会報告

　令和３年６月２日（水）巡回監査・事務所経営

委員会主催の研修会がWeb形式にて開催されま

した。

　研修は二部構成で行われ、第一部の市村二三

代会員（TKC関東信越会）より「会計事務所の

“クリエイティブ・イノベーション”への対応」、第二部

の曽根隆寛会員（TKC西東京山梨会）より「コロナ

禍（テレワーク）での巡回監査手法について」を

テーマについてお話いただきました。

　第一部の市村会員の研修では事務所における

OMSの活用事例を説明いただきましたが、私の

事務所では全く活用できていないことを痛感させら

れました。その内容は、「関与先DB（CDB）」のメン

テナンス方法から始まり、「スケジューラ（SPS）」、

「業務日報作成システム（DRS）」、「時間管理

（TMS）」など、市村会員の事務所における各シス

テムの利用方法をひとつひとつ丁寧に説明いた

だきました。

　そして、私は「目標管理（KPI）」を初めて開いて

みました。そこに映る自事務所のレーダーチャート

の極小さに赤面しました。さらに「進捗管理」機能

も使っていないという状況、今までは口頭での確認

に留まっており、かなりアナログな事務所でしたが、

５月の繁忙期も終わり、気分も晴れやかな間に職員

へその活用を促したところ、今後は日常業務に取り

入れることができるのではないかと確信を得たこと

は私にとっても大きな収穫となりました。

　その他、テレワークにも対応できるよう「全職員

にOMSモバイル環境を導入」している、押印廃止

への対応として「iPadを職員全員に貸与（電子

ペンで署名）」しているなど先進的な取り組みを

伺うことができました。私自身も「田舎なので」という

言い訳はせず、時代に応じた対応が必要だと強く

感じました。

　第二部では、実際に曽根会員の事務所で配布

している書類を提供いただき、テレワークの手法に

ついて参考になる具体例をお聞きすることができ

ました。

　講義冒頭はコロナ禍の対応の経緯など、東京

は大変だなぁと思いながら聞いておりましたが、実際

に関与先やスタッフに配布している資料を見ながら

コロナと向き合うことで事務所経営についての

見直しもしてみように感じました。

　また、私がテレワークを取り入れることに対して

不安であった「資料の持ち出し」と「使用人の監督

義務」についても実例を聞けたことは、テレワーク

の導入を前向きに検討する良い機会となりました。

　今後は各種クラウドシステムの活用が関与先の

初期指導やスタッフの教育・成長につながることを

改めて認識することができました。

　両会員ともコロナ禍をピンチだけと思わず、逆に

ビジネスチャンスととらえていることに感銘を受けま

した。前向きな気持ちにさせてもらえるような研修で

あり、有意義な時間となった講師の皆さまに感謝

したいです。

（旭川支部　神田　将吾）

北海道信用金庫様とTKC北海道会
トップ対談開催報告

出席者

日 時 7月29日（木） 15：00～16：15

北海道信用金庫
理　事　長　　　　　　　　前田　繁利  様
常 務 理 事　融 資 部 長
　　　（兼）経営支援室長　佐藤　信明  様
常 勤 理 事　営業推進部長　坂井　知成  様
営業推進部　担 当 部 長　野呂　雅樹  様

TKC北海道会
会　　　　長　　　　田中　裕之
札幌東支部長　　　　小平　康夫
札幌西支部長　　　　山谷　謙太
小樽支部長　　　　鈴木　崇史
中小企業支援委員長　市川　善明
事 務 局 長　　　　前田　　稔
㈱TKC　　　　　　　森脇　一光

場 所 北海道信用金庫 本店会議室

　北海道信用金庫より、コロナ資金による資金繰

り支援が一巡しており、今後はコロナの影響で売上

が急減した事業者への本業支援と、事業継続を

積極的に支援するための経営改善支援活動に

重点的に取り組むとお話しいただきました。

　また、新型コロナの影響を受けて多額の損失を

計上し、自己資本を毀損した取引先に対する資本

増強策として資本性劣後ローンの活用提案を行っ

ていること、事業再構築補助金の申請支援を行っ

ていることなどをお話しいただきました。

　田中裕之会長より、ポストコロナ持続的発展事

業をはじめとする認定支援機関としてのTKC会員

事務所の関与先に対する資金繰り計画、経営計

画の策定支援などの取り組みについて具体的に

説明されました。

　また、金融機関との情報の非対称性を解消する

ためMISを通じて信頼性の高い様々な情報を提供

していること、今後融資先の支援において正確な

判断をいただくため、月次試算表提供にも力を入れ

ていくことをお話しいただきました。

　北海道信用金庫より、取引先に対するモニタリ

ング等において、MISの月次試算表提供サービス

の活用は有効であり、利用先の一層の増加をお願

いしたいとお話しいただきました。

　また、北海道信用金庫において、取引先専用の

MISチラシを活用し、取引先からTKCマークが付さ

れている決算書の提出があった場合は、積極的に

MISの利用を推奨している現在の取り組みについ

てもご紹介いただきました。

　今回のトップ対談を受け、今後も北海道信用金

庫、TKC北海道会が相互で情報交換を行いながら、

取引先・関与先を支援していくことが確認されました。
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　今日は非常に暑い日だ。現在午後２時。気温は

小樽にしては非常に高く、36.2度もある。予想最

高気温が33度なので、それを3.2度も超えている。

おそらく、今シーズン最高の気温だろう。少し気に

なったので、小樽の観測史上最高気温を調べてみ

た。なんと2000年８月１日の34.9度が最高と出て

くる。なに…、今日が観測史上最高気温。っていう

か、36.2度ってもはや体温じゃん。昔から、小樽は

海があるから気温が上がらない（冬は下がらない）

っていわれていたけど、やはり、地球温暖化による

異常気象か。ちなみに、海があると熱の調整ができ

るから気温が上がらない（下がらない）って言われて

いる。こりゃ、ソフトでも食べないと死んでしまう。

早速、買いに行こう。ってことで、ソフトを食べながら

この原稿を書いている。

　小樽には、観光地なのでソフトを売っているお店

が結構ある。おすすめは、「ミルクプラント」。小樽人

には保証牛乳といった方が通りがいい。小樽公園

の近く、市民会館の下で、小樽っ子は幼少期に必ず

食べた、まさにソウルフードである。なぜ、幼少期に

必ず食べたかというと、その昔、小樽公園には「子

供の国」という遊園地があり、その帰りに必ず寄る

のが保証牛乳なのだ。余談だが、昔は遊具の他に

羊やヤギそしてなぜかフラミンゴがいた記憶がある。

あのフラミンゴはどこに行ったのだろう。

　それはさておき、話をソフトに戻そう。保証牛乳の

おすすめは巨峰＆ヨーグルト、他にも北海道ミルク＆

夕張メロンがおいしい。変わったところでは、クリーム

ぜんざいが最近のお気に入りである。

　もう一店舗は、山中牛乳小樽店。通称、山中

ソフト。こちらは比較的新しいが、それでも20年以上

はやっていると思う。小樽店というぐらいだから、どこ

かに本店があるよね。なんと、本店は赤井川。この

赤井川の本店が最初に出したソフトは牛乳の味が

濃厚で、それでいてさっぱりしている。最初に食べた

時は衝撃だった。山中牛乳の赤井川の牧場は、

まだ毛無峠が開通する前に小樽で普通に会社員

をしていたご夫婦が、一念発起して何もないところ

から始めたと聞き、さらにビックリ。小樽店は、その

妹さんが経営しておりまさに他では味わえない味。

お勧めは、紅茶のソフトなのだが、これは小樽店に

はなかったと思う。赤井川店の、しかも週末のみの

限定メニューのはず。そこで、小樽店だが、ここでは

カップのソフトにブルーベリージャムトッピングがおす

すめ。他にもイチゴジャムトッピング、キャラメルトッ

ピングもおすすめだよ。

　そろそろ、３時を過ぎて来た。気温も下がって来た

から仕事でも始めるか。きっと、この記事が載るころ

には暑い夏も終わっている…

リレーエッセイ「時・空・人」

小樽が一番暑い日

巡回監査・事務所経営委員会主催の
研修を受講して

　６月２日（水）に巡回監査・事務所経営委員会

主催の研修が開催されました。

　第一部として関東信越会の市村二三代会員

に「会計事務所の組織化の第一歩はOMSの

活用」と題してお話しいただきました。

　市村会員の事務所で

は、CDB、スケジューラ、

業務日報、時間管理、報

酬管理、目標管理、イン

トラネット、TKCチャット等、

OMSの上段にあるボタ

ン全てを使いこなしてい

る印象でした。それもただ使っているだけではなく、

一例として、スケジューラでは、関与先訪問と所内

にいる時間が一目でわかるよう設定されていたり、

業務日報で車両距離の管理もできるようにしてい

たりと、工夫して使用されているのが印象的でした。

　また、電子帳簿保存や押印廃止の対応として

iPadを導入して電子ペンで署名を始めたことや、

事務所全員でDX（デジタルトランスフォーメーション）

に積極的に取り組むことにより、会計事務所の

クリエイティブ業務・関与先業務のイノベーションを

実現しようという考え方は大変勉強になりました。

　第二部では西東京山梨会の曽根隆寛会員に

「コロナ禍（テレワーク）での巡回監査の手法に

ついて」ということでお話しいただきました。

　まず、コロナが市中まん

延し始めた昨年４月にすぐ

所内でのコロナ対策の方

針を打ち出し、マスク着用、

消毒の徹底とテレワーク

の推奨を始めたそうです。

そして、この状況で今まで

通り月次の巡回監査に

行っていいかどうか悩んだ末、緊急事態宣言が発令

される直前に関与先に「巡回監査に関するお願い

とお尋ね」という文書を配布し、巡回監査を希望す

るかどうか意思確認を取り、要望に応じて柔軟に対

応したと当時のコロナ対応をお話しくださいました。

　また、テレワークの対応では、書類の持ち出しなど

解決する問題が山積していましたが、OMS、TKC

モバイル、TKCチャットの活用などTKCシステムを

フル活用することで解決し、TKCシステム以外で

はサイボウズ社のkintoneがすごく便利だとご紹介

くださいました。

　最後にコロナ禍であっても、一番大切なのはスタッ

フであるとの曽根会員の思いにとても共感しました。

　今回、先進的な取り組みをされているお二人の

先生の大変貴重なお話を聞くことができ、とても

勉強になりました。これからの事務所経営に役立て

たいと思います。ありがとうございました。

（空知支部　八幡　吉昭）

市村二三代会員

曽根隆寛会員

小樽支部
澤田　忠弘
Tadahiro Sawada
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書面添付キャンペーンへのご協力に
感謝いたします

　TKC北海道会会員の皆さまこんにちは。

　書面添付推進委員会の活動にいつもご協力

いただきありがとうございます。

　さて、本年１月より実施してまいりました書面添付

キャンペーンが６月で終了いたしました。多くの会員

の皆さまにご協力いただきましたことにお礼申し上

げますとともに、表彰対象となった支部および会員

の皆さまにお祝い申し上げます。

　実績は別紙の通りでございますが、新規実践

事務所が13事務所（純増６事務所）となったこと

が何よりうれしく思います。

　書面添付が社会に認知される添付率目標10.9％

を達成するためには、集団としての力が必要です。

書面添付が標準業務として定着することを目指し、

引き続き活動してまいりますが、新年度においては

「書面添付実践宣言事務所」制度の導入を予定

しております。追ってご案内いたしますので、引き続き

ご協力をお願い申し上げます。

　TKC強化プロジェクトの７月から12月まで活動

の軸足は継続MASによる予算登録となりましたが、

予算登録するような関係の関与先企業は書面

添付もできるはずです。予算登録と合わせて、書面

添付も忘れずにお願いいたします。

　書面添付は、TKC全国会運動の一丁目一番地

です。中小企業を支援する専門家集団として、より

一層、社会に、経営者に認知されるように書面添付

の輪を広げていきましょう。

書面添付で、関与先と事務所の未来を切り開き

ましょう！

（TKC北海道会　書面添付推進委員会　委員長

　坂本　和繁）
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　TKC強化プロジェクトの書面添付キャンペーン

において栄えあるブービーメーカーで表彰されること

となりました苫小牧支部支部長の湯谷です。この度

は表彰の罰ゲーム？ということで原稿の依頼が来ま

したので、敗者の弁として、改めて書面添付につい

て考えることにしました。あくまで私見ですので、異論

がありましてもご容赦ください。

　TKC全国会による書面添付制度総合マニュア

ル【第５版】によりますと、次のような記載があります。

　「税理士法第33条の２に規定されている書面添

付は、納税者の依嘱を受けた税理士が、税務の専

門家の立場から、その申告書の作成に関してどの

程度の内容に関与し、どのように調整したもので

あるかを積極的に明らかにすることによって、法令

に沿った適正な申告書の作成及び提出に資する

とともに、国税当局もこれを尊重することで税務行

政の円滑化と簡便化を図ろうとする趣旨から設け

られている」とあります。

　これを読むと、納税者の依頼は税理士であれば

関与先と顧問契約していますし、税理士であれば

全員一定の試験等をクリアし、毎年36時間以上の

研修を受けた専門家ですし、顧問契約によって月次

関与や決算関与についてどの程度の内容に関与

しているか書けますし、月次巡回監査時に巡回監

査支援システムなどのチェックリストを使用して関与

先ごとにどのように調整したものかも記載できますし、

税理士であれば当然に法令に沿った適正な申告

書を作成し提出しようとします。つまり税理士であれ

ば書面を作成し提出することは当然できることのよ

うです。

　一方、書面添付の提出には、関与先代表者の

理解や事務所の職員教育や体制作りなどさまざま

なハードルをクリアしないと、一定程度の品質の書

面を作成し提出することはできません。

　しかし、自事務所と顧問契約を締結いただいた

関与先ときちんと向き合い、税理士に期待されてい

る、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする

税理士制度を堅持していくこと、税理士としての社

会的責任を果たすことを考えると当然作成し、提出

すべきものであるように感じます。

　作成には一定程度時間もかかりますし、職員の

反発もあるかもしれません。また、提出しても税務調

査が完全に省略されるわけでもありません。ただ、

できない理由を考えるより、どうやったらできるように

なるか考えた方が仕事は楽しくないですか？

　今後、AIの進化によって会計ソフトの入力業務

や月次巡回監査業務が変化していくことが容易に

予想できます。そんな中、関与先がいかに税理士と

顧問契約を結ぶことにメリットを感じてもらえるかに

よって自事務所の将来が発展するのか、あるいは

衰退化し廃業に追い込まれるのか、その真価が

問われるような気がしています。

　TKC全国会の坂本孝司会長が提唱されている

税理士の４大業務を実直に行動し、自事務所と

われわれ業界の明るい未来のために皆さんで一緒

に貢献していきましょう！

（苫小牧支部　支部長　湯谷　和彦）

書面添付キャンペーンにおける敗者の弁
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北海道会の皆さま 初めましてeひと・eはなし

帯広支部

上嶋　亨
Tooru Ueshima

　TKC北海道会の
皆さま、初めまして、
帯広支部の上嶋亨と
申します。
　昨年５月に約30年
ぶりに東京から地元
帯広に戻ってまいりま
した。この間、北海道の

気候も随分変わった印象があります。実際に
10年辺りで見ると帯広の冬日は3.5日、真冬
日は1.3日それぞれ減少しているそうです。それ
でも、東京に比べると夏の過ごしやすさは格別
です。
　帯広に来てはや一年、仕事の環境も生活
環境も大きく変わりましたが、幸い地元という
こともあり、中学高校を卒業して以来再会する
同級生たちとお互いの容姿の変わりように爆
笑しつつ昔話に花を咲かせ、近況報告を兼ね

て親交を深めています。
　帯広・十勝はいわずと知れた農業王国です
が、私の実家も十勝で農業を営んでおり、
小学生の頃から繁忙期には毎日のように
農作業の手伝いをして過ごしてきました。そん
な生まれ育った環境で、自分の資格を生かす
ことができて、少しでも地元への恩返しができ
るなら、これほどやりがいのある仕事はない
だろうと一念発起して、長年勤めた会社を
退職して単身で乗り込んできました。そんな
理由から、農業関連の税務に特に関わって
行ければと思い、現在、経験を積ませていた
だいております。
　新たなことを始めるにはシンドイ年齢には
なってきましたが、着実に一年ずつ経験を積
み、微力ではありますが故郷の持続・発展の
ために貢献していけたらと思っております。今
後ともどうぞよろしくお願いします。
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　今年度より北見支部長を仰せつかることになり
ました渡邊直喜と申します。私は現在、北見市より
２時間ほど離れたオホーツク海に面した紋別市で
働いております。ということで、北見市在住ではあり
ませんので、何かとご不便をかけるかもしれません
が、どうぞよろしくお願いいたします。
　北見支部は北見市、網走市、紋別市とエリアが
広く、それぞれ独自の長い歴史があります。それを
踏まえて、私は支部のスタイル等を踏襲しつつ、
自分のできることを淡 と々進めていきたいと思って
おります。現在はコロナ禍ですが、落ち着きました
ら、地元の紋別市でも勉強会などイベントができたら
なと考えております。

　さて、ご当地紋別市で
すが、現在はふるさと納
税で人気があったり、ガ
リンコ号Ⅲが新たに就航
しております。また、高速
道路も伸び、時間的に
札幌からもそんなに遠く
ないものとなりました。皆さまも、なかなかおいでに
なる機会がないと思いますが、お越しの際には、カニ
等の海鮮料理をぜひ堪能していただきたいです。
　今後とも紋別市ともどもどうぞよろしくお願い
いたします。

（北見支部　支部長　渡邊　直喜）

　平成28年2月から、臨時の支部長を仰せつかり、
５年余の任期を終え、70歳になった本年６月をもっ
て退任することとなりました。
　支部長になって、早いもので５年を過ぎていたの
だと改めて認識した次第ですが、それだけ充実して
いたかどうかは分かりません。
　支部長になった時点で、当支部はTKC会員の
入会割合も低く、会員数も自計化割合も、その他
全ての活動実績が北海道会の中でほぼ最下位の
状態で、支部規約も会費もない、という状況でした。
北海道会事務局と旭川センター長からの指導を
得て、支部長就任１年後に支部規約と会費を定め
ることから始めました。
　その後、本年まで、自計化、MIS、企業防衛などの
キャンペーン分野で、それぞれ全国５位以内の成果
を挙げる事ができましたが、いずれも目標達成率、

伸び率の分野における成果で、もともと程度が低かっ
たからといえるかも知れません。当支部は、市場認
知度シェア率で言えば、TKC（実践）会員割合は、
約14.5％で、並列的上位シェア：19.3％まではまだ
まだという状況です。支部においてはTKCの質的
優位性を地道に実践し、地域にアピールしていく
しかないかなと活動してきたと思っていますが、思い
だけが多少空回りし、実践が伴わない点も多かった
かなと反省もあります。
　今後は「TKC全国会レベルでの強者の地域戦
略」に期待するとともに、新役員の皆さまの若い力
に期待し、「よろしくお願いいたします」「ありがとう
ございました」と申し上げて退任の言葉とさせていた
だきます。

（北見支部　南都　正弘）

新旧支部長に聞く

北見 退任に当たって

北見 新支部長のあいさつ

　函館支部長を３期６年担当させていただきまし

た。その間いろいろな方 と々の出会いがあり、得る

ものは大きかったように思います。

　振り返れば、函館支部は全員参加による会務

運営をモットーにしてきました。その結果、平成28年

８月の支部総会では、会員全員が出席して支部総

会を開催することができました。その後も支部総会

は全員参加が実現でき、毎回記念写真を撮りまし

た。例会の参加率もよく、全国会支部長会で何度

か表彰も受けました。しかし、コロナ禍となった現在、

集まること自体がタブーとなり、全員参加を目指せ

なくなったのは残念なことであります。

　また、例会の中では会員全員から事務所の現状、

抱えている問題点、時には自慢話も交えて報告を

受ける近況報告制度を取り入れました。全員に

発言してもらう場を設けるという意味もありますが、

各会員の持っている情報、経験を共有出来ること

は非常に有意義であったと思っています。

　今後は、リモートによる支部例会、支部総会を

どのように開催していくか、その参加率をどのように

して高めていくかということが大きな課題になって

いくと思います。

（函館支部　細川　拡厚）

　このたび、TKC函館支

部の支部長に就任しまし

た蛭子井眞市（ひるこい・

しんいち）と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。

　現在、このコロナ禍に

あって、税理士の果たす

べき役割は多岐にわたります。関与先企業の経営

持続ないし発展なくして税理士の生計も成り立ち

ません。

　TKC函館支部においては、さまざまな情報交換

を通じて、職業会計人として切磋琢磨しあい、全体

として少しでもレベルアップが図れるような活動を

企画運営できればと思っております。具体的には、

北海道会の各委員会から提案される活動テーマ等

に対して、支部として取り組む重点課題、またそれぞ

れの事務所が取り組むべき課題を見極めていただ

き、テーマを絞って活動していきたいと考えております。

　立ち返って、当事務所としましては、書面添付の

内容充実を図りたいと考えております。何はともあ

れ、会員をはじめ従業員、家族、得意先等関係者の

皆さまの心身の健康が何より大切と思います。お互

いに声を掛け合い、和気あいあいとやっていきたい

と思いますので、今後ともお見知りおきいただきます

ようよろしくお願いいたします。

（函館支部　支部長　蛭子井　眞市）

新旧支部長に聞く

函館 支部長退任にあたって

函館 支部長就任あいさつ
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　北海道会の皆さま、空知支部長在任中は、大変
お世話になりました。
　私は、TKC全国会に入会して１年足らずのニュー
メンバーで、その活動内容を十分理解していないに
もかかわらず、空知支部の重鎮会員の要請に従う
まま平成29年７月に支部長に就任いたしました。
以来２期４年にわたり、その役職を務めさせていた
だきました。
　支部長在任中は、全国役員大会や全国支部長
会議など全国規模の大会への参加や北海道会
理事会など地域会各行事への出席を通じて大変
貴重な経験をさせていただき、TKC全国会の目指
しているところや会員としての自分の立ち位置を
認識することができました。
　これも、在任中にお会いすることができた田中

裕之会長をはじめ、各理事の皆さま方と㈱TKCや
大同生命保険㈱など関係企業の皆さま方との
出会いのおかげだと、改めて感謝申し上げます。
　また、支部会員の皆さま方にも大変お世話になり
ました。在任中は、コロナ禍にあって十分な支部
活動ができなかったこともありましたが、今後は八幡
吉昭新支部長の下、一会員としての役目を果たして
いきたいと思います。
　終わりに、昨年落成した大同生命札幌ビルへは
コロナ感染症拡大防止のため、一度も足を運べ
なかったことを残念に思いながら、皆さま方とまた
お会いできる日を楽しみにして、退任のあいさつと
させていただきます。
　皆さま本当にありがとうございました。

（空知支部　山田　和訓）

　新年度より空知支部支部
長を拝命いたしました八幡
吉昭と申します。支部長の
打診を受けた時は、平成
31年４月入会の私にとって
はまさに寝耳に水でありまし
た。父のTKC事務所に勤務

しそのまま承継したため、TKCのことはある程度分
かってはおりましたが、身に余る重責のためお断り
した方が良いと考えていました。しかし、周りの支部
会員はすでに歴代支部長経験者がほとんど。そう
いった背景もありまして若輩者ではありますが、次期

支部長をお引き受けすることとなりました。

　空知支部は会員数16名と小さな支部ではあり

ます。が、その規模とは裏腹にTKCの運動方針に

とても積極的に取り組んでいる支部であります。

最近でいえばMIS、書面添付など支部対抗の順位

でいつも上位におります。山田和訓前支部長はじめ

歴代支部長の皆さまが築いてくださったこの良い

流れを継続できるよう頑張りたいと思います。

　最後に、山田前支部長２期４年の長い間、大変

お疲れさまでした。

（空知支部　支部長　八幡　吉昭）

新旧支部長に聞く

空知 前支部長あいさつ

空知 新支部長あいさつ

　去る７月21日（水）TKC小樽支部の第47回定期

総会をもって支部長を退任させていただくことになり

ました。思いがけず支部長になって３期６年、明るく

元気な「いつメン」に支えられて任期を全うすること

ができた事に感謝いたします。この間、地味ながらも

支部規約の改定や慶弔規程の整備などで少しは

お役に立てたかなと自負しております。

　また、小樽支部最大の行事と言えば潮まつりの

参加に尽きます。これまで支部会員のみならず、

北海道会歴代の会長をはじめ役員や有志の皆さ

ま、関係各社のご協力により盛り立てていただき、

本当にありがとうございました。残念ながら最後の

２回はコロナ禍の影響で潮まつり自体が中止となっ

てしまったことが残念でなりませんが、来年は、これ

まで通りの小樽潮まつりが開催されることを願って

止みません。

　TKC的には何かと課題の多い小樽支部ではあり

ますが、鈴木崇史新支部長の下、元気に活動して

行きますので、これまで同様小樽支部をよろしくお願

いいたします。

　皆さん！コロナ収束まで頑張りましょう！

（小樽支部　西　正則）

　この度、小樽支部支部長

に就任しました鈴木崇史

です。

　前支部長である西正則

会員のあとを引き継いでま

いりますが、ただ、支部長と

しての力不足を強く自覚して

いますので、支部会員の協力を得ながら、少しずつ

前へ進んでいきたいと考えています。

　当支部は、会員13名の少人数の支部で、決して

活動が活発な支部ではありませんが、その少人数

のために普段より交流があり、顔の見える活動が

できています。

　この度の総会において重点施策として、①会員

の増強、②自計化割合の増加及び翌月巡回監査

率の向上、③モニタリング情報サービスと書面添付

の積極的な推進、④他支部との交流、⑤金融機関

との交流、⑥企業防衛・リスマネの推進を掲げ、

各会員がそれぞれできるとこらから取り組んでいき

ます。またTKC北海道会の行事、研修、委員会

活動にも積極的に参加していきたいと考えています

ので、TKC北海道会の役員、会員、株式会社TKC

北海道SCGセンターの皆さまには、ご指導よろしく

お願いします。

（小樽支部　支部長　鈴木　崇史）

新旧支部長に聞く

小樽 支部長あいさつ

小樽 支部長就任にあたって
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TKC北海道会　MIS推進プロジェクト

令和3年8月16日

1.TKCモニタリング情報サービス採用金融機関

2.TKCモニタリング情報サービス積極推進事務所

■北海道内金融機関■
1

2

3

4

5

6

7

北海道銀行
北洋銀行
道南うみ街信用金庫
北海道信用金庫
苫小牧信用金庫
旭川信用金庫
北空知信用金庫

■都市銀行等■
1

2

3

4

三菱UFJ銀行
りそな銀行
三井住友銀行
楽天銀行

5

6

7

8

商工組合中央金庫
日本政策金融公庫
北海道信用保証協会
みずほ銀行

■道内に支店がある他県の金融機関■
1

2

3

4

北陸銀行
みちのく銀行
秋田銀行
第四銀行

5

6

7

スルガ銀行
七十七銀行
青森銀行

8

9

10

11

12

13

14

空知信用金庫
北門信用金庫
稚内信用金庫
帯広信用金庫
北見信用金庫
渡島信用金庫
網走信用金庫

15

16

17

18

19

20

21

北星信用金庫
空知商工信用組合
釧路信用金庫
十勝信用組合
大地みらい信用金庫
釧路信用組合
北央信用組合

22

23

24

25

26

27

28

日高信用金庫
室蘭信用金庫
留萌信用金庫
遠軽信用金庫
十勝清水町農業協同組合
伊達信用金庫
札幌中央信用組合

TKCモニタリング情報サービスNEWS

あらい税理士事務所

税理士法人五十嵐会計事務所

市川会計事務所

岩田税理士・社労士事務所

岩本敏美税理士事務所

大林愼一税理士事務所

税理士法人札幌北会計事務所

税理士法人加藤会計事務所

あすか税理士法人

公認会計士小島史資事務所

小平康夫税理士事務所

小林崇税理士事務所

斎藤雅昭税理士事務所

坂本文彦税理士事務所

日本アシスト株式会社

税理士法人アカシヤ総合事務所

佐藤敏明税理士事務所

札幌あおい税理士法人

鈴木久欣税理士事務所

清宮純税理士事務所

税理士法人しらかば綜合会計事務所

税理士法人アグス平岸事務所

税理士法人アグス大通事務所

BDO税理士法人　札幌事務所

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌市東区

札幌市東区

札幌市東区

札幌市豊平区

札幌市東区

札幌市豊平区

札幌市北区

札幌市中央区

札幌市厚別区

札幌市北区

札幌市白石区

札幌市東区

札幌市白石区

札幌市豊平区

札幌市北区

札幌市北区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市豊平区

札幌市白石区

札幌市北区

札幌市豊平区

札幌市中央区

札幌市豊平区

荒井　利幸

五十嵐勝義

市川　善明

岩田　圭史

岩本　敏美

大林　愼一

梶原　　宏

加藤恵一郎

川股　修二

小島　史資

小平　康夫

小林　　崇

斎藤　雅昭

坂本　文彦

佐々木忠則

佐々木俊幸

佐藤　敏明

佐藤　伸泰

鈴木　久欣

清宮　　純

田中　慎也

千葉　寛樹

塚田　修治

出口　秀樹

寺田　　勉

中川　一俊

中川　信喜

中田　浩貴

名越　隆雄

西原　昇一

原　幸四郎

藤田　時人

本間　貴久

丸山　昭一

南　　優香

宮下　直樹

森下　　浩

柳川　英樹

山美　幹生

米澤　篤志

安倍　　亨

阿部　真澄

池脇　竜太

石川　　透

上原　　貢

蝦名　和広

遠藤　成紀

岡崎　正毅

小川　裕也

川井　一男

小中　昌幸

佐藤　寿志

杉村　弘幸

鈴江　　誠

竹中　正美

田中　裕之

中川　雄介

中村新太郎

八森　恵一

平田　清悦

堀内鶴次郎

松本　剛明

三上　香織

宮崎　知行

柳橋　琢磨

八島　依子

山谷　謙太

澤田　忠宏

杉下　清次

戸井　三雄

西　　正則

奥山　昌弘

北川　勝弘

長田　栄吾

西谷　裕幸

蛭子井眞市

細川　拡厚

松山　高治

石田　政士

猪股　冬樹

駒井　桂伺

柴山　徳雄

湯谷　和彦

井上　　理

梅田　　勇

河合　　敏

木下　利夫

来海　有起

佐藤　信祐

白岩　征之

砂原　政広

関　有紀子

竹川　博之

谷本　倍規

照井　直樹

東城　敬貴

中井　　宏

長田　勇一

干場　慎也

松田　孝志

池田　　治

伊藤　文彦

甲賀　伸彦

近藤　康範

鈴木　圭介

薄井タカ子

尾田　利雄

金谷　博光

神田　将吾

小島　拓也

實吉　孝範

下田悌津夫

高橋　愼吾

舟橋　　馨

渡辺　祐吉

井山　　等

中島　茂幸

南都　正弘

藤原　誉康

渡邊　直喜

木村　　聡

斎藤恵美子

坂本　和繁

八幡　吉昭

山田　和訓

蝦名　朗太

田村　栄章

札幌市東区

札幌市北区

札幌市白石区

札幌市厚別区

札幌市東区

札幌市白石区

札幌市南区

札幌市東区

札幌市東区

札幌市中央区

札幌市豊平区

札幌市北区

札幌市厚別区

札幌市北区

札幌市中央区

札幌市南区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市西区

札幌市中央区

札幌市中央区

帯広市

帯広市

中川郡本別町

帯広市

帯広市

帯広市

河東郡音更町

帯広市

帯広市

河西郡芽室町

帯広市

帯広市

厚岸郡厚岸町

釧路市

釧路市

釧路市

釧路市

旭川市

旭川市

旭川市

士別市

深川市

旭川市

名寄市

旭川市

旭川市

旭川市

紋別市

北見市

網走市

網走市

紋別市

岩見沢市

滝川市

滝川市

滝川市

岩見沢市

稚内市

稚内市

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市手稲区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市西区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

小樽市

小樽市

小樽市

岩内郡岩内町

函館市

函館市

函館市

函館市

函館市

北斗市

茅部郡森町

苫小牧市

苫小牧市

室蘭市

登別市

苫小牧市

帯広市

帯広市

帯広市

広尾郡広尾町

帯広市

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

小　樽

小　樽

小　樽

小　樽

函　館

函　館

函　館

函　館

函　館

函　館

函　館

苫小牧

苫小牧

苫小牧

苫小牧

苫小牧

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

釧　路

釧　路

釧　路

釧　路

釧　路

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

北　見

北　見

北　見

北　見

北　見

空　知

空　知

空　知

空　知

空　知

稚　内

稚　内

寺田勉税理士事務所

中川一俊税理士事務所

中川信喜税理士事務所

税理士法人エンカレッジ中田事務所

名越税務会計事務所

西原昇一税理士事務所

原幸四郎税理士事務所

FUJITA税理士法人

税理士法人本間会計事務所

丸山昭一税理士事務所

南優香税理士事務所

宮下直樹税理士事務所

税理士法人アンビシャス・パートナーズ

柳川会計事務所

RITA税理士法人

米澤篤志税理士事務所

中央財務税理士法人

税理士法人さっぽろ税務会計

税理士法人池脇会計事務所

石川透税理士事務所

上原貢税理士事務所

Aimパートナーズ総合会計事務所

税理士法人エンカレッジ

岡崎正毅税理士事務所

朝日税理士法人

税理士法人川井会計

小中昌幸税理士事務所

佐藤寿志税理士事務所

杉村弘幸税理士事務所

税理士法人レアーレ

税理士法人春野会計事務所

税理士法人田中会計事務所

中川雄介税理士事務所

税理士法人常見会計

はちもり会計事務所

税理士法人幌西会計

税理士法人あかり会計堀内

スズカ税理士法人

三上税務会計事務所

税理士法人共栄会計

柳橋税務会計事務所

八島依子税理士事務所

税理士法人すずらん総合マネジメント

澤田忠宏税理士事務所

税理士法人中央会計事務所

戸井三雄税理士事務所

西正則税理士事務所

奥山昌弘税理士事務所

北川勝弘税理士事務所

長田栄吾税理士事務所

税理士法人西谷会計事務所

税理士法人アグス函館事務所

細川拡厚税理士事務所

松山高治税理士事務所

あすか税理士法人

猪股冬樹税理士事務所

駒井桂伺税理士事務所

柴山徳雄税理士事務所

株式会社MSCマネージメント

税理士法人ＦＰＣ

梅田勇税理士事務所

税理士法人あおぞら会計事務所

木下利夫税理士事務所

来海会計事務所

佐藤信祐税理士事務所

税理士法人きずな会計事務所

砂原会計事務所

関税理士事務所

税理士法人竹川会計事務所

谷本会計事務所

てるい会計事務所

朝日税理士法人帯広事務所

中井会計事務所

長田勇一税理士事務所

干場慎也税理士事務所

松田孝志税理士事務所

池田治税理士事務所

伊藤文彦税理士事務所

税理士法人トップマネジメント

税理士法人タックス総合経営研究所

鈴木圭介税理士事務所

税理士法人薄井会計

税理士法人エール旭川

金谷博光税理士事務所

税理士法人神田税理士事務所

税理士法人小島会計

朝日税理士法人旭川事務所

税理士法人下田総合事務所

税理士法人カムイ会計

舟橋馨税理士事務所

税理士法人北都会計

井山等税理士事務所

中島茂幸税理士事務所

税理士法人オホーツクネクスト経営会計

税理士法人北翔会計

渡邊直喜税理士事務所

税理士法人TACS

斎藤恵美子税理士事務所

税理士法人エルムパートナーズ

八幡税理士事務所

税理士法人ひまわり

蝦名朗太税理士事務所

田村栄章税理士事務所
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１． 事務所名掲載の条件
（１） ProFITの「利用申請受理通知」の報告を実施していること。
（２） 「利用申請受理通知」の報告にて「TKC会報の実践事務所一覧への掲載」及び「TKC全国会HPの実践事務所一覧へ

の事務所名掲載」を承諾していること。
　　　 ※事務所名掲載を希望されない場合は、ProFITにて承諾にチェックを入れないようにしてください。
２． 当資料は、前週の金曜日に集計し毎週月曜日に発信させていただきます。

TKC北海道会
中小企業支援委員会／システム委員会／巡回監査・事務所経営委員会

早期経営改善計画策定支援NEWS 令和3年8月13日版

TKC北海道会

早期経営改善計画策定支援実践事務所一覧
【令和3年8月13日現在・順不同・敬称略】

No 支部 事務所所在地 事務所名 会員名
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

札幌西

札幌西

函　館

函　館

函　館

函　館

函　館

苫小牧

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

旭　川

稚　内

北　見

空　知

空　知

空　知

空　知

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

帯　広

釧　路

釧　路

釧　路

札幌市西区

札幌市中央区

函館市

函館市

函館市

北斗市

茅部郡森町

苫小牧市

深川市

旭川市

旭川市

旭川市

旭川市

稚内市

網走市

滝川市

滝川市

滝川市

滝川市

帯広市

帯広市

中川郡本別町

帯広市

帯広市

釧路市

釧路市

釧路市

山田めぐみ税理士事務所

税理士法人すずらん総合マネジメント

北川勝弘税理士事務所

長田栄吾税理士事務所

野呂豊税理士事務所

細川拡厚税理士事務所

松山高治税理士事務所

湯谷和彦税理士事務所

税理士法人小島会計

税理士法人カムイ会計

ふたば税理士法人

税理士法人たいせつ

税理士法人北都会計

田村栄章税理士事務所

税理士法人オホーツクネクスト経営会計

大林強税理士事務所

斎藤恵美子税理士事務所

税理士法人エルムパートナーズ

八幡税理士事務所

税理士法人あおぞら会計事務所

来海会計事務所

砂原会計事務所

税理士法人竹川会計事務所

中井会計事務所

税理士法人トップマネジメント

税理士法人タックス総合経営研究所

鈴木圭介税理士事務所

No 支部 事務所所在地 事務所名 会員名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌東

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌西

札幌市東区

札幌市中央区

札幌市豊平区

札幌市東区

札幌市中央区

札幌市厚別区

札幌市白石区

札幌市中央区

札幌市白石区

札幌市東区

札幌市白石区

札幌市厚別区

札幌市東区

札幌市北区

札幌市東区

札幌市厚別区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市西区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

札幌市中央区

市川会計事務所

税理士岩崎公治事務所

岩田税理士・社労士事務所

岩本敏美税理士事務所

税理士法人加藤会計事務所

あすか税理士法人

小平康夫税理士事務所

札幌あおい税理士法人

清宮純税理士事務所

寺田勉税理士事務所

中川信喜税理士事務所

税理士法人エンカレッジ中田事務所

FUJITA税理士法人

藤本康男税理士事務所

税理士法人本間会計事務所

税理士法人アンビシャス・パートナーズ

RITA税理士法人

吉田聡税理士事務所

税理士法人池脇会計事務所

Aimパートナーズ総合会計事務所

税理士法人エンカレッジ

税理士法人髙橋会計事務所

朝日税理士法人

小中昌幸税理士事務所

アウル税理士法人

税理士法人田中会計事務所

戸井正人税理士事務所

税理士法人常見会計

TKC北海道会 会員各位
　平成29年５月29日より早期経営改善計画策定支援が開始されました。当事業は、中小企業や小規模企業が、認定支援機関
の支援を受けて、経営改善計画を策定し、金融機関に提出することで自己の経営の見直しと早期の経営改善を促すものです。
認定支援機関の使命として、当事業を積極的に実践することで、関与先の業績管理体制を整えていきましょう。
　TKC北海道会では、全認定支援機関登録事務所が、当事業を実践することを目指して活動します。その一環として、早期経営
改善計画策定支援実践事務所一覧を定期的に会員事務所へ発信いたします。是非、取組みを開始しましょう！

TKC北海道会 会長 田中　裕之

山　田　めぐみ

山　谷　謙　太

北　川　勝　弘

長　田　栄　吾

野　呂　　　豊

細　川　拡　厚

松　山　高　治

湯　谷　和　彦

小　島　拓　也

高　橋　愼　吾

西　　　康　子

渡　辺　　　亨

渡　辺　祐　吉

田　村　栄　章

南　都　正　弘

大　林　　　強

斎　藤　恵美子

坂　本　和　繁

八　幡　吉　昭

河　合　　　敏

来　海　有　起

砂　原　政　広

竹　川　博　之

中　井　　　宏

甲　賀　伸　彦

近　藤　康　範

鈴　木　圭　介

市　川　善　明

岩　崎　公　治

岩　田　圭　史

岩　本　敏　美

加　藤　恵一郎

川　股　修　二

小　平　康　夫

佐　藤　伸　泰

清　宮　　　純

寺　田　　　勉

中　川　信　喜

中　田　浩　貴

藤　田　時　人

藤　本　康　男

本　間　貴　久

森　下　　　浩

山　美　幹　生

吉　田　　　聡

池　脇　竜　太

蛯　名　和　広

遠　藤　成　紀

大　舘　政　男

小　川　裕　也

小　中　昌　幸

鈴　木　康　弘

田　中　裕　之

戸　井　正　人

中　村　新太郎

札幌東支部

宮本　信
Makoto Miyamoto

自己紹介eひと・eはなし

　私は、令和３年１月に
税理士法人薄井会計
札幌支店に入社し、こ
ちらにお世話になるこ
ととなりました宮本信
（まこと）と申します。
　自己紹介をさせてい
ただきますと、1960年

生まれの61歳、星座は山羊座、血液型はＯ型
です。道北の愛別町で生まれ、その後旭川市
に転居し高校卒業まで育ちました。
　1978年札幌国税局に採用後、旭川東
税務署を皮切りに札幌西（２回）、紋別、函館、
室蘭（２回）、札幌南、江差（２回）の各署、税務
大学校札幌研修所、札幌国税局に勤務し、
令和２年７月、札幌西税務署を最後に42年
間勤めた国税の職場を定年退職しました。
　この間国税庁に７年間、東京国税局管内の
川崎南署に２年間勤務しました。紋別署在勤
中に受講した本科研修の１年を加えますと、
首都圏での勤務は10年を数えます。
　担当してきた仕事は、資産税関係が主体
でしたが、後半は人事や総務関係のウエイト
が高くなりました。
　趣味というほどではありませんが、旅行が

好きで、暇を見つけてはちょこちょこと出かけて
おりました。好きな旅行先は、道内では十勝
地方、国内では京都、海外ではハワイがあげ
られます。定年後は各地への旅行を楽しみに
していましたが、ご存じのとおりコロナ禍のため
移動がままならない状況になり、とても残念に
思っています。今後ワクチン接種が進み、気
兼ねなく世界を往来できるようになることを
楽しみにしているところです。
　その他趣味・特技といいましても人様に
語れるようなものは特にありません。普段は
自宅大好きのインドア派です。公務員時代は
仕事が趣味などと嘯（うそぶ）いてまいりました
が、退職してしまうと全く面白くない人間でしか
ないことに気づきました（苦笑）。今後は人生
を楽しみつつ、税理士として少しでも業務を
通じて社会のお役に立てるよう精進してまいり
たいと思っております。
　コロナ禍のため集会・集合の制限・自粛が
続いておりますことから、皆さまともいまだ直接
お会いする機会がないまま月日が過ぎており
ますが、Webその他機会あるごとにご指導い
ただければ幸いに存じます。どうぞよろしくお願
い申し上げます。
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　札幌市は感染再拡大防止に向けたお願いが

継続中。さまざまな委員会がWeb（または併用）で

開催の中、7月27日（火）TKC北海道会研修セン

ターにて札幌西支部役員会を開催しました。参加

が難しい状況にもかかわらず、久々に16名もの役員

が集まりました。山谷謙太札幌西支部長の「ステー

キ弁当を用意」に惹かれたわけではないでしょうが、

集合したメンバーに懐かしい空気を感じました。

　役員会は山谷札幌西支部長の３期目への意気

込みの言葉からはじまり、各委員会からも過去１年

の活動報告と今期への抱負が語られました。コロナ

禍で厳しい状況ではありましたが、できる活動を１年

間行ってきました。今後もまだ大変な時期が続きそ

うですが、今期も札幌西支部は感染再拡大がない

ように気をつけながら、できる活動を行っていきます。

　さて、肝心のステーキ弁当はとても美味しかった

のですが、なにせ「黙食」が大事なご時世、会話を

はずませるわけにもいかず、ランチミーティングの難し

さを痛感しました。でも、久々にメンバーが集まり感染

防止に気をつけながらも意見交換することは、TKC

会員のメリットを再確認することにもなりました。

（札幌西支部　前嶋　章宏）

ランチ役員会 定期総会開催される札幌西
支部

　例年であれば小樽の潮まつりに合せて開催して

いる定期総会ですが、コロナ禍の影響を受けて

小樽潮まつりが中止となってしまったため、日程調整

に苦慮しました。その結果、今回は7月21日（水）の

北海道税理士会の統一研修を受けた後の時間に

開催となりました。

　依然コロナ禍にあるため、総会自体は書面議決

もできるように準備しましたが、いつものメンバー

「いつメン」は皆会場に顔を揃えるという「いかにも

小樽支部」的な状態となりました。また、田中裕之

会長、小中昌幸副会長にはお忙しい中Ｗebにて

参加いただきありがとうございました。

　議事は西正則支部長が議長となり、

　　１号議案　令和２年度事業報告及び収支

　　　　　　　決算書承認の件

　　２号議案　令和３年度事業計画（案）及び

　　　　　　　収支予算（案）承認の件

いずれも異議なく承認され、続く

　　３号議案　支部役員改選（案）の件

では西支部長の退任に伴い後任として、鈴木崇史

会員が選任され、他の役員人事も併せて承認され

ました。

　続いてＷebにて田中会長からごあいさつ、小中

副会長からはTKC強化プロジェクトの激励をいた

だきました。本当にありがとうございました。

　この後、諦めの悪い「いつメン」は場所を変えて、

コロナ対策を取りながらこぢんまりと懇親会を行い

ました（笑）。

　来年コロナ禍も落ち着き、小樽潮まつりが開催

される暁には、同日に支部総会を開催した上で潮

ねりこみにも参加して、大々的に懇親会を開催する

予定でおりますので、ご期待下さい。

　来年は皆さまを小樽でお待ちしています。

（小樽支部　西　正則）

小　樽
支部
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　８月４日（水）、アートホテル旭川において集合

形式で第49回定期総会を開催しました。

　實吉孝範副支部長の司会で進行され、支部長

あいさつの後、総会成立報告があり、会員39名に

対し出席会員15名委任状15名であり、総会が

有効に成立していることが報告されました。

　議長には坂本雅明会員が選出され、議事録署

名人には飯田淑実会員が指名、議案の審議に入

りました。

　第１号議案 令和２年度事業報告並びに収支

決算承認に関する件、第２号議案 令和３年度事

業計画（案）並びに収支予算（案）承認に関する

件の２議案につきましては、満場一致で承認され

ました。

　第３号議案　TKC北海道会旭川支部役員改選

に伴う選任に関する件につきましては、尾田利雄

支部役員選考委員長より選考委員会の経過説明

の後、新役員の提案があり、その第３号議案につき

ましても満場一致で承認されました。

　島田支部長３期５年目がスタートいたしました。

　議案審議終了後に、TKC報告・大同生命報告

があり、その後、来年度に50周年の記念事業を支

部として行わないのか？という貴重なご意見をいた

だき、今後三役において検討することとなりました。

　なお今回の総会は昼食を取ってから総会を開催

いたしましたが、会員の皆さんとの懇親会がいつに

なったら開催できるのか、待ち遠しいものですね。

（旭川支部　舟橋　馨）

第49回 旭川支部定期総会開催される旭　川
支部 支部例会空　知

支部

　TKC会員が作成・提出する決算書・申告書の

信頼性を社会から納得されるために活動しよう！

（令和３年12月まで書面添付・MISの推進をキーに

第３ステージ目標達成に向けて活動する）　

第３回支部例会開催
　６月29日（火）にWeb方式で開催しました。４月

21日（水）に開催した第２回例会までは会場を設定

しての併用方式でした。今回は初めてWeb単独で

の開催となり、TKC旭川SCGサービスセンターの

支援よろしく、トラブル０で無事に全ての議事等を

終了しました。会員７名、TKC、大同生命、大和ハウ

ス等関係者６名の合計13名の参加となりました。

　例会では、活動・情報報告（北海道会、空知支

部、各委員会）のほか、「TKC強化プロジェクト」

への取り組みなどについて確認しました。

TKC北海道会
活動中「TKC強化プロジェクト」

支部今後の予定

支部委員会報告
山田支部長あいさつ

　２期４年間、たいへんお世話になりました。

ありがとうございました。八幡支部長体制の

よき船出を祈念するとともに、コロナが一日

でも早く収束し支部会員皆さまと再会できる

日を楽しみにしています。

（コロナ感染状況に応じ実施方法等を検討します）

・支部総会　８月か９月

・企業防衛制度推進委員会

　新契約全国９位（18億円、新規法人９社）

　上期強化期間（６，７月）ほぼ折り返しの６月23日

（水）時点で、目標の約50％の推進と堅調です。

標準保障額に基づく提案をさらに進めよう。

島田康弘支部長
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北海道会創設50周年記念事業
　2022年11月14日（月）か15日（火）

ロイトン札幌 式典開催予定

（実行委員会立ち上げ）

委員長：本間貴久副会長

北海道会秋季大学
　2021年　札幌東支部主管で開催予定

2022年　北海道会創設50周年事業のみ

　　　　　開催予定

　2023年　帯広支部主管で開催予定

北海道会書面添付委員会から
　書面添付キャンペーン実施中（６月まで）推進

拡大を！！

北海道会研修委員会から
　TKC生涯研修54時間の履修を！！

　○18時間まで税理士会研修に算入可能です。

（「税理士会が認定する研修」は、最大で36時

間まで生涯研修受講時間に算入可能です）

　TKC全国会創設50周年記念「2021年TKC

全国大会」に参加しよう！

＝７月８日（木）10～16時

完全オンライン開催、ライブ視聴可＝

（空知支部　谷　勲）

TKC全国会最新情報北海道会最新情報等
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令和３年実績会員氏名
【敬称略】支部名列

7月1～6月 合計

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

札幌東支部

五十嵐　勝　義
市　川　善　明
岩　田　圭　史
岩　本　敏　美
大　林　愼　一
梶　原　　　宏
加　藤　恵一郎
金　子　雅　行
金　坂　和　正
川　股　修　二
小　平　康　夫
斎　藤　雅　昭
坂　本　文　彦
佐々木　忠　則
佐々木　俊　幸
佐々木　幸　徳
佐　藤　俊　一
佐　藤　伸　泰
下　坂　　　登
清　宮　　　純
髙　野　真　人
田　中　慎　也
谷　口　和　雅
千　葉　寛　樹
塚　田　修　治
出　口　秀　樹
寺　田　　　勉
中　川　一　俊
中　川　信　喜
中　田　浩　貴
名　越　隆　雄
原　　　幸四郎
藤　谷　満　雄
藤　田　時　人
藤　本　康　男
本　間　貴　久
本　間　　　崇
丸　山　昭　一
南　　　優　香
宮　下　直　樹

59
34
15
19
3
4

167
5
10
98
27
8
6

170
4
27
7
53
6
52
3
2
16
68
47
37
58
42
42
18
1
50
9
45
6

102
0
18
27
98

10
5
2
3
1
0
6
1
1
14
3
0
0
14
1
4
1
4
0
5
2
1
2
3
1
5
2
1
5
1
0
0
0
3
1
7
0
0
2
11

49
29
13
16
2
4

161
4
9
84
24
8
6

156
3
23
6
49
6
47
1
1
14
65
46
32
56
41
37
17
1
50
9
42
5
95
0
18
25
87

令和３年実績会員氏名
【敬称略】支部名列

7月1～6月 合計

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

札幌西支部

小 樽 支 部

札幌東支部

森　下　　　浩
山　美　幹　生
横　山　知　明
吉　川　直　宏
米　澤　篤　志
阿　部　真　澄
池　脇　竜　太
石　川　　　透
國　分　敬　祐
伊　東　幹　世
上　原　　　貢
遠　藤　成　紀
大　沼　　　宏
岡　崎　克　明
岡　崎　正　毅
小　川　裕　也
川　端　忠　範
小　中　昌　幸
小　林　康　弘
近　藤　勝　美
杉　村　弘　幸
鈴　江　　　誠
高　野　一　夫
竹　中　正　美
田　中　裕　之
藤　堂　愛　子
西野尾　嘉　拓
八　森　恵　一
平　田　清　悦
堀　内　鶴次郎
三　上　香　織
宮　崎　知　行
村　西　逸　郎
森　下　敏　美
柳　橋　琢　磨
八　島　依　子
山　崎　瑞　枝
山　田　めぐみ
山　谷　謙　太
足　立　竹　秀

10
29
0
0
2
17
64
1
3
0
9

143
6
0
8
11
8
32
13
2
6
30
0
26
101
0
0
4
25
12
1
7
1
12
3
14
0
7

183
5

1
2
0
0
2
0
5
0
0
0
1
16
0
0
1
1
0
3
1
1
0
1
0
0
7
0
0
1
0
1
0
1
1
3
0
0
0
0
23
0

9
27
0
0
0
17
59
1
3
0
8

127
6
0
7
10
8
29
12
1
6
29
0
26
94
0
0
3
25
11
1
6
0
9
3
14
0
7

160
5

令和３年実績会員氏名
【敬称略】支部名列

7月1～6月 合計

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

北 見 支 部

帯 広 支 部

稚 内 支 部

旭 川 支 部

空 知 支 部

函 館 支 部

澤　田　忠　宏
西　　　正　則
奥　山　昌　弘
鎌　田　直　善
北　川　勝　弘
後　閑　慶　子
千　田　浩　文
西　谷　裕　幸
蛭子井　眞　市
細　川　拡　厚
松　山　高　治
大　林　　　強
木　村　　　聡
斎　藤　恵美子
坂　本　和　繁
鳴　海　敏　郎
八　幡　吉　昭
山　田　和　訓
薄　井　タカ子
尾　田　利　雄
加　藤　一　博
金　谷　博　光
熊　谷　益　夫
小　島　拓　也
佐　藤　弘　道
高　橋　愼　吾
舟　橋　　　馨
渡　辺　祐　吉
蝦　名　朗　太
田　村　栄　章
松　井　眞　実
柴　田　浩　嗣
井　山　　　等
菅　原　雅　之
中　島　茂　幸
南　都　正　弘
渡　邊　直　喜
井　上　　　理
河　合　　　敏
梅　田　　　勇

39
9
16
32
16
4
4
2
20
27
14
0
55
32
124
0
19
69
19
46
0
98
0
4
1
68
3
46
2
29
11
0
16
4
3
5
1
10
121
90

5
2
3
4
2
1
1
1
3
1
2
0
5
5
13
0
2
4
1
6
0
4
0
0
0
7
1
2
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
13
10

34
7
13
28
14
3
3
1
17
26
12
0
50
27
111
0
17
65
18
40
0
94
0
4
1
61
2
44
2
28
10
0
15
3
3
5
1
10
108
80

令和３年実績会員氏名
【敬称略】支部名列

7月1～6月 合計

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

苫小牧支部

釧 路 支 部

帯 広 支 部

白　岩　征　之
砂　原　政　広
谷　本　倍　規
竹　川　博　之
東　城　敬　貴
中　井　　　宏
干　場　慎　也
松　田　孝　志
甲　賀　伸　彦
高　津　直　人
近　藤　康　範
鈴　木　圭　介
猪　股　冬　樹
石　田　政　士
駒　井　桂　伺
佐　藤　俊　生
柴　山　徳　雄
鈴　木　啓　一
湯　谷　和　彦
小　林　史　郎

73
69
101
122
22
138
4
1

121
0
17
49
20
42
24
0
7
0
68
0

7
3
7
14
2
13
0
1
11
0
1
2
2
1
1
0
1
0
3
0

66
66
94
108
20
125
4
0

110
0
16
47
18
41
23
0
6
0
65
0

令和３年 書面添付実践件数（令和３年7月末日現在） 令和３年 書面添付実践件数（令和３年7月末日現在）

「ＴＫＣブランドで社会を変える」ための運動方針

1.「TKC方式の書面添付」の推進
2.「TKCモニタリング情報サービス」の推進
3.「TKC方式の自計化」の推進

ＴＫＣ全国会 第 3ステージ

33 の２①
TKC北海道会

※公表に同意をいただいた会員のみ掲載しています。
※掲載は、随時TKC北海道会事務局にて受け付けています。
※書面添付実践件数は、TKC全国会の選考基準に基づいた件数です。
※実績は法人・個人合算しています。

小 樽 支 部
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今
あの人
は

森香るきのこ狩りカレー５番 外観

スープカレーは本懐、
そこに萌えんとは、君
第27回 いえ、別盛でいきます。

　夏だー！！繁忙期も終わり、やっとやりたいこと、
行きたいところへ…え？そう、この記事を書いている
7月、札幌はまだ外出自粛要請中。
　この連載、夏は札幌以外のお店をピックアップ
してきました。今年は富良野か稚内か…と思って
いましたが、「不要不急の外出を控えてください」と
いう状況なので、テイクアウト・デリバリーのお店を
取り上げたいと思います。
　「C8（シーエイト） CURRY & 808」最寄駅は
桑園、いわゆる「北円山」と呼ばれる地域、それも
コロナ禍にオープンしました。
　皆さんは、スープカレーに何を期待しますか？
　　・ごろごろたくさんの具材
　　・スパイス料理
　　・とにかく辛さ
　　・最後の一滴まで美味しいスープ
　　・ごはんのおかずになればOK
趣味趣向はそれぞれ異なります。
　ここは「美味しい野菜」がウリのお店です！店舗

に席は２人がけ一つのみ、実は「野菜のセレクト
ショップ」な八百屋さんにあるお店。
　「え？テイクアウトしたスープカレーの野菜って、
スープの中でべちょっと…」安心してください。ここ
のお野菜の多くは、ライスにオンされています。
お好みで浸すなり、そのままカラっと食べれます。
また、多くのフードデリバリーに対応しつつ、お店に
も直接オーダーできます。
　配達範囲が限られるためこの記事を読んでも
注文できない方は多いと思いますが、お近くに来た
際はぜひテイクアウト、またはお店のお野菜を買って
みてください。もし、C8ではなくても、スープカレーの
テイクアウト・デリバリーの際には、できるなら「野菜
は別盛」をお願いしてみることをおすすめします。
ちょっとした工夫で大きく変わるんですよ！
　こんなご時世ですが、仕事もプライベートもひと
工夫や視点をかえて、OK！生きまくっちゃえ！

（札幌西支部　前嶋　章宏）

C8 Curry&808 ／ 桑園
http://c8-sapporo.jp
https://www.facebook.com/c8.sapporo/

今回の
カレー

SCG営業本部 秦　勝行

第10回

　はじめまして…。ご無沙汰しております、株式会社

TKCの秦（はた）でございます。北海道で３年間

勤務させていただき、北海道が大好きになった社員

の一人です。異動して11年も経ちます。ご存じない

先生・職員さんがたくさんいらっしゃるところ、こんな

私に貴重な機会をいただき、とても恐縮です。

　北海道では、会員先生、職員の皆さまに大変

お世話になり、本当にありがとうございました。当時

の思い出、楽しかったことを振り返り、整理したら

山ほどあって、こちらの紙面でどれを書こうかと選ぶ

ことができませんでした。お世話になった先生方、

職員さんの顔を思い浮かべながら、「あの人は今」

のテーマのもと、不易流行の精神で、今も変わらな

い私の思いを、感謝の気持ちを込めてつづります。

　私は、2007年10月から２年間を帯広センター

で、2009年10月から１年間を旭川センターで、セン

ター長をしていました。帯広に赴任する前、私は東京

で仕事をしていて、「生きている実感がない」ことに

もどかしさを感じていました。それが、帯広と旭川で

仕事させてもらい、希望が叶いました。TKC社員と

して生きている実感を手に入れることができたから

です。

　ある日、北見の信用金庫の職員さんから「なぜ、

十勝の経済は世の中の景気に左右されないくらい、

強いか分かるかい？」と質問され、十勝の良いところ

を考えていたところ、「それはね、十勝はTKC会員

事務所が多いからだよ！」と。

　あ、私がTKC社員だから持ち上げてくれているん

だなと思っていたところ、「僕は、以前帯広の支店

で働いていてね。十勝はTKCの会員事務所がとて

も多いでしょ。みんなで月次決算を支援しているで

しょ。だから、十勝ほど中小企業の社長が会社の

数値を見ながら経営しているところはないんだよ。

そんな会社が多いから十勝は環境変化に強いん

だよ」と、とてもうれしいことをおっしゃいました。

　食物連鎖じゃないけど、経済連鎖いや「会計連

鎖」というのがあるんだと思いました。そして、これ

こそが私がつかみたかった実感でした。「会計で

会社を強くする」ことはできる、それ以上に、「みんな

で」会計で会社を強くすれば、地域経済を支える

ことができる、という尊い実感が、今でも私がTKC

で仕事をする源になっています。

　あれから私は、SCG営業本部、独立行政法人

中小企業基盤整備機構への出向、静岡センター、

そして今またSCG営業本部で仕事をしています。

帯広と旭川のセンターで仕事をしてきたことを時折

思い出しながら…いつかまた北海道で仕事ができ

たらと願いながら…

いつかまた北海道で…
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第22回

　コロナ禍でもスタッフみんな頑張っているところ
なのですが、一部スタッフの「ホウ・レン・ソウ」が
満足できるものではなく、悩みの種です。ビジネスに
おいて基本中の基本「報告・連絡・相談」のことです。
　相談については、困ったりことがあったり、わから
ないことがあるとしてくれるのですが、悩みは報告
がないという点です。あれどうなった？これどう 
なっている？の問いかけの毎日です。
　原因を考えるに、所長（上司）からの報告がない、
ということが考えられる。まずは、自分から率先して
報告するということ。気をつけているつもりでは
ありますが、報告が欲しいということが伝わって
いない。特に期日をきちんと設けて指示すること
を私自身が気をつけたい。
　そこで、わたしが取った対策。
　私の指示した仕事は最優先の仕事である。理由
は、これで「忙しい」の言い訳を排除したい。忙し

かったり優先すべき仕事がある場合の報告を促す
ためである。
　残業充当による早退制度の廃止。
　弊所では、柔軟な働きをしてもらうために、残業
した時間分、早退できる制度があります。特に週末
に早退する人が多いのですが、やるべきことをやっ
ている場合は、それで全然構わないのですが、週末
早く帰るためにわざと残業しているのでは？と
勘繰りたくなるケースもあり、先日も金曜日お客
さまのところから戻ってくると、Ｓッチ一人だけが
事務所にいました（就業時間内に）。
　それでもやるべきことをやっている人はいいの
ですが、「報告してから帰れよ」という趣旨です。

【追伸】坂本文彦広報委員長から原稿の督促が。
写真は、原稿が事務所の醜態をさらす愚痴になっ
てしまい悩む山谷。

最近の経営課題

北海道会 会務動向
令和 月 日 行事名
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1

2

2

4

4

4

8

9

11

16

28

28

14

14

19

20

27

29

2

4

4

5

6

6

10

12

25

26

広報委員会

巡回監査・事務所経営委員会研修「ＯＭＳ活用研修会」

巡回監査・事務所経営委員会研修「コロナ禍での巡回監査の手法について」

資産活用委員会　積水部会推進会議

資産活用委員会　大和部会推進会議

資産活用委員会　特別研修会

正副会長会

新入職員・初級職員研修（11日迄）

秋季大学実行委員会

研修所役員会

50周年記念事業実行委員会

理事会

研修所役員会

農業経営研究会　研修会

正副会長会

共済制度等推進委員会

企業防衛制度推進委員会

中小企業支援委員会

リスクマネジメント制度推進委員会

日本政策金融公庫トップ対談

秋季大学実行委員会

広報編集会議

システム委員会

北海道政経研究会　役員会

正副会長会

巡回監査・事務所経営委員会

広報委員会

理事会
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８月８日（日）広報委員長、寒かった紋別
にて。渡邉直喜先生、写真かぶせてごめ
んなさい。

○一気通貫は麻雀の上がり役の一つ。同種の牌１～９で作る役で
ある。手の内で出来上がったときはなかなか壮観で、好きな役の一つ
でもある。そして、14牌の内の９牌なので、残りの5牌を字牌とその
同種の牌で上がれば、混一色となり、さらに点数は高くなる。さらに、
残り5牌がすべてその同種の牌となると、清一色、一気通貫十清
一色で上がればさらにである。さらにさらに、それが、面前ならば九連
宝燈の可能性もあり、役満。親なら48,000点、子でも32,000点で
ある。われわれの一気通貫も極めて、こうなりたいものである。

○今さらながら、クラウド会計のメリット、デメリットって何だろうと、検索
してみる。ＭねーＦわーどのサイト、「まあ、そうかなあ」。Ｆりーのサイト
では「タイムリーな経営判断ができる」「データ連携が簡単にできる」
「簿記の知識がない人でも利用できる」「税理士に導入支援してもら
える」。他にも似たような文言が目立つ。これらって、クラウド会計の
メリットか？クラウド会計導入しただけでこうなるのか。別にクラウドでは
なくてもいいと思うのだが。多くの中小企業にとって、FX2やe21まい
スターの巡回監査の今の形は理想だと思うのですが、いかがでしょう
か。とはいったって世の流れか、クラウドに切り替えていかなくては。

（広報委員長　坂本　文彦）

羊ケ丘のふもとから○○を叫ぶ－編集後記に代えて－

過去の『かいほう』が読めます。（214～240号）
「TKC北海道会」と検索するか、表紙または右のQRコードから
アクセスして下さい。　　　　　　　　　　　　（広報委員会）

※新型コロナウイルス対策のため、予定は変更となる可能性がございます。

活動予定カレンダー TKC SCHEDULE

令和3年 9月
日 曜 活動予定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

敬老の日

秋分の日

令和3年 10月
日 曜 活動予定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

令和3年 11月
日 曜 活動予定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

文化の日

勤労感謝の日

企業防衛正副委員長会議

正副会長会
ＮＭＳ委員会
ＮＭフォローセミナー

書面添付シンポジウム

研修所全体会議

秋季大学実行委員会

北海道会定期総会
北海道政経研究会定期大会

秋季大学

巡回監査・事務所経営委員会

タックスフォーラム

正副会長会
共済制度等推進委員会

共済セミナー

理事会

巡回監査士試験

リスクマネジメント制度推進委員会

中小企業支援委員会

巡回監査士補試験

正副会長会

ニューメンバーズフォーラム2021
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